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１ 

 

令和５年第２回東洋町議会定例会会議録 

招集場所   東洋町役場 議会議場 

開   会   令和５年６月２１日（水） 午前９時００分宣告 

 

出席議員（９名） 議長 福島 登  君 副議長 西岡 尚宏 君 

１番 大坪 千倫 君 ２番   廣田 斎史 君 

３番 安岡 良仁 君 ４番   髙畠 俊彦 君 

５番 武山 裕一 君 ６番   今宮 裕明 君 

７番 田島 毅三夫 君 

 

地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため、会議に出席した者の職、氏名  

町長      長﨑 正仁  君 

副町長   伊吹 真貴博 君 

教育長          蛭子 浩久   君 

会計管理者    近藤 真人  君 

総務課長     築地 仲音  君 

税務課長        北川 晃彦  君 

産業建設課長   大坪 靖幸  君 

教育次長        田岡 いずみ 君 

住民課長  生松 克祐  君 

住民課長兼地域包括 

支援センター事務局長 手島 憲作 君 

総務課長補佐  足達 善亮 君 

税務課長補佐  堀川 歩 君 

産業建設課長補佐  生田 憲一 君 

住民課長補佐  田岡 伊織 君 

住民課長補佐  奥村 忍 君 

代表監査委員  弘田 賀䡄 君 

本会議に職務のため、出席した者の職、氏名 

議会事務局長      小池 昭平 

事務局書記     廣田 知美 

議事日程 別紙のとおり 

議事のてんまつ 別紙のとおり 

会議録署名議員     ７番 田島 毅三夫 君  ８番 西岡 尚宏 君 
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令和５年第２回東洋町議会定例会議事日程  

 

（第 ２ 号） 

 

令和５年６月２１日（水） 午前９時開議 

 

 

［日程第１］ 議案第２５号 令和５年度東洋町一般会計補正予算（第１号）を定

めることについて 

 

［日程第２］ 議案第２６号 令和５年度東洋町国民健康保険事業特別会計補

正予算（第１号）を定めることについて 

 

［日程第３］ 議案第２７号 令和５年度東洋町介護保険事業特別会計補正予

算（第１号）を定めることについて 

 

［日程第４］ 議案第２８号 令和５年度東洋町下水道事業特別会計補正予算

（第１号）を定めることについて 

 

［日程第５］ 議案第２９号 令和５年度東洋町簡易水道事業特別会計補正予

算（第１号）を定めることについて 

 

［日程第６］ 議案第３０号 令和５年度東洋町観光施設事業特別会計補正予

算（第１号）を定めることについて 

 

［日程第７］ 発議第４号 最低賃金法の改正と中小企業支援策の拡充を求

める意見書について 

 

［日程第８］ 発議第５号 畜産危機打開のための緊急対策を求める意見書に

ついて 

 

［日程第９］  議員派遣について 
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［日程第１０］  閉会中の継続審査・調査の申し出 

 （１）総務教育民生常任委員会 

 （２）産業建設常任委員会 

 （３）議会運営委員会 

 

［日程第１１］  一般質問 
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令和５年第２回東洋町議会定例会 令和５年６月１５日 木曜日 

 

議事のてんまつ 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（福島 登 議長） 

みなさん、おはようございます。 

ただいまの出席議員は全員であります。 

よって、定足数に達しております。 

 

これより、令和５年第２回東洋町議会定例会を開きます。 

（再開時間：９時００分） 

本日の議事日程は、お手元に配布したとおり、補正予算６件、

発議２件、議員派遣１件、閉会中の継続審査・調査の申し出１件

の計１０件、それと一般質問であります。 

 

日程に入るに先立ちまして、諸般の報告を行います。 

本定例会で付託を受けた２件の意見書の取り扱いについて、総

務教育民生常任委員会委員長から報告があり、最低賃金法の改正

と中小企業支援策の拡充を求める意見書は採択との報告であり

ました。 

続きまして、産業建設常任委員会委員長から報告があり、畜産

危機打開のための緊急対策を求める意見書は採択との報告があ

りました。 

以上をもって、諸般の報告を終わります。 

 

日程に入ります。 

日程第１、議案第２５号、令和５年度東洋町一般会計補正予算、

第１号を定めることについての件を議題とします。 
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１番議員 

 

 

 

質疑、討論について、まず、本会議で提出された、すべての議

案に対し、１人３０分以内、答弁時間も３０分以内とし、一問一

答方式で行います。 

また、議会会議規則第５４条の規定により、発言は、すべて簡

明にするものとし、議題外にわたり、または、その範囲を超えて

はならず、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができな

いことになっております。 

その規定に反すると認めるときは、同規則第２項の規定によ

り、注意し、なお、従わない場合は、発言を禁止します。 

それでも、なお、議長の指示に従わない場合は、地方自治法第

１２９条第１項の規定に基づき、本日の会議が終わるまで発言を

禁止、または、議場外への退去を命じます。 

なお、議会会議規則第６４条の２の規定により、執行部は、議

員の質疑に対し、反問できますので、反問する場合は、反問しま

すと発言の上、挙手願います。反問も制限時間に含まれます。 

これらのほか、法令や規則、条例に抵触することがないよう、

発言には、十分気をつけてください。 

 

これより、質疑を行います。 

質疑の通告が３件ありましたので、これを認めます。 

１番、大坪千倫君。質疑を始めてください。 

 

（大坪 千倫 議員） 

おはようございます。 

議案第２５号、令和５年度一般会計補正予算、第１号を定める
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議長 

 

 

教育次長 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

１番議員 

 

 

 

ことについて、４点に分けてご質問いたします。 

１点目、予算書の１５ページをお開きください。資料の上段部

分になります。１５款２項８目１節、教育総務費県補助金の部活

動指導員配置促進事業費補助金マイナス５６万２千円について

ご質問します。こちら当初予算から全額減額されています。この

減額理由をお教えください。お願いします。 

 

（福島 登 議長） 

田岡教育次長。 

 

（田岡 いずみ 教育次長） 

おはようございます。大坪議員の質疑にお答えします。 

今回の補助金減額につきましては、当初予算歳出で計上してお

りました、部活指導員報酬１０３万７千円に対しての補助金額と

なっております。今回補助対象となる歳出金額１０３万７千円を

減額したことにより、歳入の補助金額も減額を行っております。

以上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

大坪君、ちょっと待ってよ。手挙げて。 

１番、大坪千倫君。 

 

（大坪 千倫 議員） 

答弁ありがとうございました。よくわかりました。 

それでは２点目に移ります。予算書の１７ページをお開きくだ

さい。資料の下段部分になります。２款１項７目１８節負担金補
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議長 

 

 

産業建設課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助及び交付金の高知県広域観光周遊促進事業負担金２０４万３

千円についてご質問します。こちら議会１日目において、東部９

市町村が連携して行う、クーポンを活用した事業だとお聞きしま

した。もう少しその事業の詳細なご説明をお願いいたします。 

 

（福島 登 議長） 

大坪産業建設課長。 

 

（大坪 靖幸 産業建設課長） 

大坪議員の質疑にお答えします。 

高知県広域観光周遊促進事業につきましては、高知県東部エリ

アの観光施設や商業施設等の利用を促進するとともに、地域経済

の活性化を図ることを目的としておりまして、総事業費は６千万

円で、内訳は県の補助金の活用を含めまして、高知県東部の９市

町村で３千万円を負担するものでございます。この事業につきま

しては、令和４年度に引き続き実施するものでございまして、現

在の予定では、クーポンの配布・利用期間を今年の９月１日から

来年の１月３１日までを予定しております。 

概要につきましては、登録している宿泊施設に泊まり、３５０

０円以上のプランで宿泊をし、アンケートを記入することで中学

生以上の方、1 人あたり３千円、これは５００円×６枚つづりの

クーポンとなる予定です。そのクーポンを配布する仕組みを予定

しております。宿泊施設で配布されたクーポンは、登録した事業

所、東部どこでも使用できるため、東部全体で旅行客の周遊が期

待されると思っております。以上でございます。 

 



８ 

 

議長 

 

 

１番議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

教育次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

（福島 登 議長） 

１番、大坪千倫君。 

 

（大坪 千倫 議員） 

答弁ありがとうございました。よくわかりました。 

それでは３点目に移ります。予算書の２６ページをお開きくだ

さい。資料の中段部分になります。１０款１項２目１節報酬の部

活動指導員報酬マイナス１０３万７千円についてご質問します。

こちらも当初予算から、全額減額されています。先ほどの１点目

の質問と連動しての減額かと思いますが、改めてご説明をお願い

いたします。 

 

（福島 登 議長） 

田岡教育次長。 

 

（田岡 いずみ 教育次長） 

大坪議員の質疑にお答えします。 

今回の減額につきましては、当初予算で部活指導員報酬で計上

しておりましたが、補助対象となるのは地域の部活指導員のみで

部活指導を行っているのが対象となっております。部活の指導

は、部活顧問の教職員が一緒に指導を行っていく予定となってお

り、今回の補助対象経費には該当しないことになりましたので、

全額減額を行っております。以上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

１番、大坪千倫君。 
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１番議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

教育次長 

 

 

 

 

 

 

 

（大坪 千倫 議員） 

答弁ありがとうございました。よくわかりました。 

それでは最後の質問、４点目に移ります。資料の２８ページを

お開きください。資料の上段部分になります。１０款６項２目７

節、報償費の部活動指導支援員報償費４０万円についてご質問し

ます。こちら私から質問の１点目と３点目と連動した部活動指導

支援員に関しての予算計上になるかと思います。今ご覧いただい

ている箇所、及び１点目３点目の質問を合わせて確認しますと、

この部活動指導支援員に関する事業は当初予定した県の補助事

業の対象にならず、全額を一般財源より支出することになったと

思われます。先ほどもご説明していただいていますが、改めて一

般財源からの支出に変更となった理由をお教えください。また、

他に当てはまるような補助金等ないか、ちょっとお聞かせくださ

い。よろしくお願いします。 

 

（福島 登 議長） 

田岡教育次長。 

 

（田岡 いずみ 教育次長） 

大坪議員の質疑にお答えします。 

今回の部活指導員４０万円につきましては、一般財源ではな

く、当初予算に計上を行っている、地域学校協同活動事業補助金

の対象経費になる見込みです。そちらの補助金を活用する予定で

す。以上でございます。 
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議長 

 

 

 

３番議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

総務課長 

 

 

 

（福島 登 議長） 

１番、大坪千倫君の質疑が終わりました。 

続いて、３番安岡良仁君。質疑を始めてください。 

 

（安岡 良仁 議員） 

おはようございます。私の方から、東洋町一般会計補正予算、

第１号を定めることについて、何点かご質問をさせていただきま

す。私の質問の中に、同僚議員との重複した質問等がありますの

で、その部分は若干省いて質問をさせていただきます。まず１点

目です。予算書の１７ページ、２款総務費、１項総務管理費、１

目一般管理費、１６公有財産購入費用地購入費、５万円について

お聞きをいたします。 

今日議会の冒頭で位置図等の資料が配付されましたので、若干

どういうことかいうのはわかったんですけれども、一応質問をさ

せていただきます。 

今回、土地所有者から寄附の申込みがありまして、一部の用地

を購入する予算として５万円が計上されております。この土地を

購入することとなった経緯についてお伺いをいたします。 

 

（福島 登 議長） 

築地住民課長。総務課長。失礼しました。総務課長。 

 

（築地 仲音 総務課長） 

安岡議員の質疑にお答えさせていただきます。 

住民の方から、土地の寄附申し出があり、一部を購入する予定

でございますが、その場所につきましては、再度資料をお配りさ
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議長 

 

 

3 番議員 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

３番議員 

 

せていただいております。議員の皆様のみになっております。甲

浦の熊野神社の近くでございます。 

土地購入の経緯でございますが、持ち主様のご厚意によりその

場所には防災倉庫２つと防災行政無線の子局を設置させていた

だいておりました。現在まで無償で置かせていただいておりまし

たので、いくらかをお支払いさせていただくこととなりまして、

今回、５万円の用地購入費を計上させていただいております。以

上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

３番安岡良仁君。 

 

（安岡 良仁 議員） 

答弁をいただきました。今日の議会の冒頭で資料いただきまし

たので、一応内容等はわかりましたので、今回この質問について

はこれで終わらせていただきます。 

それともう１点、予算書の１７ページですけれども、２款総務

費、１項総務管理費、１目一般管理費、１８負担金補助及び交付

金、高知県広域観光周遊促進事業負担金２０４万３千円について 

 

（福島 登 議長） 

安岡さん、１７の（２）（３）もうやめるということを明確に

ちょっと言うていただいて 

 

（安岡 良仁 議員） 

１７ページの２点の質問については、省かせていただきます。 
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議長 

 

 

３番議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

産業建設課長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

（福島 登 議長） 

はい、わかりました。 

 

（安岡 良仁 議員） 

それと言いよった２０４万３千円について、お聞きをいたしま

す。ひょっと私、大坪課長の答弁聞き漏れがあったかもわかりま

せんが、ちょっと確認ということで質問させていただきます。先

ほど大坪議員の方から質問があって、宿泊施設で３５００円で３

千円の補助があるということをお聞きをしました。このクーポン

の配布の期間はひょっといつからいつまで行うのかお伺いをい

たします。 

 

（福島 登 議長） 

大坪産業建設課長。 

 

（大坪 靖幸 産業建設課長） 

安岡議員の質疑にお答えいたします。 

クーポンの配布・利用期間は今年の９月１日から来年の１月３

１日までを予定しております。以上です。 

 

（福島 登 議長） 

それではあともう削除するんですね。 

（自席より：はい、もう） 

歳入の方も 

（自席より：ダブってますので） 
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７番議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

７番議員 

 

 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

削除するんですね。はい。 

３番、安岡良仁君の質疑が終わりました。 

続いて、７番田島毅三夫君。質疑を始めてください。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

私もそういうところもあるんですが、ほとんど前段の議員の質

問にありましたので、抜けたところというかわからないとこだけ

お聞きしたいというふうな形で進めたいと思います。一番目が１

７ページの県広域観光周遊促進事業負担金２０４万円について

なんですけども、これはこの今言う県の、これ言うたら通告に入

ってないということになるか。ほな待って、何かで言うて再問さ

せてもらうきに 

 

（福島 登 議長） 

①から⑤までの間でダブっとうところはね、はいやってくださ

い。ダブってないところをやってください。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

１番でいきます。県東部９市町村が組んで行う、この周遊事業

の目的及び内容、東部観光協議会各負担金および合計額を聞く。

出ましたね。 

 

（福島 登 議長） 

出ましたね。 

 

（田島 毅三夫 議員） 
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議長 

 

 

７番議員 

 

 

 

 

議長 

 

 

産業建設課長 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

弱ったなこら。弱ったな 

 

（福島 登 議長） 

チェックしましたが観光は全て･･･ 

 

（田島 毅三夫 議員） 

ほんならもう一つ。①で一つだけ聞きます。①町負担金は２０

４万円だが、町人口か、宿泊施設数か、宿泊実績か、その配分根

拠を聞くということで１点お聞きしたいと思います。 

 

（福島 登 議長） 

大坪産業建設課長。 

 

（大坪 靖幸 産業建設課長） 

田島議員の質疑にお答えいたします。 

本町が負担します２０４万３千円につきましては、各市町村９

市町村になりますが、均等割合を１０パーセント、そして令和２

年度の標準財政規模、及び令和２年度の国調人口いずれも４５パ

ーセントの負担割合を定めまして、本事業を実施するものでござ

います。以上です。 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

１番質問を５つ並べてたんですけども、その内の②番と④番を
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議長 

 

 

７番議員 

 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

産業建設課長 

２番目の質問として質疑させてもらいます。 

 

（福島 登 議長） 

②番④番ね。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

はい。昨年度町内宿泊者合計人数を聞くというのが１つです。

ほれともう１つ。 

 

（福島 登 議長） 

１つずつやってください。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

この２つを１つにまとめて 

 

（福島 登 議長） 

１つずつやっていただいたら。みんな準備してますので。やっ

てください。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

あーそう。ほんなら１つ目お願いします。 

 

（福島 登 議長） 

大坪産業建設課長。 

 

（大坪 靖幸 産業建設課長） 



１６ 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

 

議長 

 

 

産業建設課長 

 

 

 

 

田島議員の質疑にお答えいたします。 

宿泊者につきましては、集計をしておりませんが、昨年度、本

事業を活用された方へクーポンを２９２１冊配布をしておりま

す。以上です。 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

それでは４番目になります。 

 

（福島 登 議長） 

④、はい。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

現在、町の宿泊施設数は、旅館、民宿それぞれ何軒あるのか、

ということで１点お聞きしたいと思います。 

 

（福島 登 議長） 

大坪産業建設課長。 

 

（大坪 靖幸 産業建設課長） 

田島議員の質疑にお答えいたします。 

現在本町の宿泊施設は１７軒で、そのうち令和４年度に本事業

に登録された施設は１０軒となっております。以上でございま

す。 



１７ 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

７番議員 

（自席より：それぞれはわからんね。） 

すいません、答弁漏れがありました。民宿が９軒、それと旅館・

ホテルで８軒、合計１７軒っていうことになっております。 

（自席より：了解） 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

その３件に対して再問させていただきます。この周遊観光事業

促進会というのはですね、 

 

（福島 登 議長） 

田島さん、３件に対してですか。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

３件というか今３つ質問しましたね。 

 

（福島 登 議長） 

１つずつやっていただかんと、一問一答でやりますんでね。ま

ず１つずつやっていただいたら。１と２と４と質問しましたよ

ね。もうそれ終わりましたんでね。だからもし再問できるとした

ら４の再問をやっていただいたらと思います。１つ１つ終わらし

ていってますんでね。 

 

（田島 毅三夫 議員） 
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議長 

 

 

 

７番議員 

 

 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

難しいね。あなたやったらよかった。 

 

（福島 登 議長） 

ほらもう、チェックしてますんで。できれば今の答弁に対して

の再問でやっていただきたいと思います。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

この顔見てみこれ。 

再問です。この周遊観光事業促進会はこのクーポン券が配布以

外のどのような観光促進事業、活動を行っているのか。また、 

 

（福島 登 議長） 

また田島さん、田島議員、４ですよ。４ですよ。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

４でも今言うようにやね、現在町の宿泊施設は旅館それぞれ 

 

（福島 登 議長） 

はい、軒数聞きました。その答弁に対しての再問なら許可しま

すが、それ以外の質問はすでに終わっておりますので。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

待ってください。１つ１つ１番に５つ出したんです。丸を。 

 

（福島 登 議長） 

だからその１つ１つに対しての再問が３ということにちゃん



１９ 

 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

 

議長 

 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

 

７番議員 

 

 

ともう事前に決まってますので。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

ちょっと聞いてください。 

 

（福島 登 議長） 

再問をするんであれば④でやってください。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

聞いてください。聞いてください。その１問に対する、漢字の

一番の質問に対する再問ですから。 

 

（福島 登 議長） 

田島さん、田島さん。今は田島さんとそういう質問の回数で議

論する場じゃないのでね、 

 

（田島 毅三夫 議員） 

ちょっと待ってください。 

 

（福島 登 議長） 

私が言うように、田島さん、あのすいません、あまりにも５４

条の１によって注意をまずしときます。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

一問一答というのは 

 



２０ 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

７番議員 

 

 

 

議長 

 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

（福島 登 議長） 

注意をしときますよ、田島さん。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

漢字数字の一問が一問でしょ。 

 

（福島 登 議長） 

田島さん、僕言ったでしょ。その答弁の 

（自席より：どうしてこれがわからんのかなぁ） 

回数を田島さんと今ここで議論するようにはなってないです

よ。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

ちょっと議長。ここで議運とってください。議運の中で話さし

てもらいたい 

 

（福島 登 議長） 

いや田島さん、もうそれではね、５１条によりもうこの質問に

対してはもう質問を禁止します。もう通告しましたよ。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

ほんなことで通るのか？ 

 

（福島 登 議長） 

通ります。それはもう僕がなんぼ言うてもだめなんです。 

 



２１ 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

 

（田島 毅三夫 議員） 

一問一答やきに 

 

（福島 登 議長） 

一問一答だし①から③まではすでに終わってます。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

①番から⑤番までの質問が 

 

（福島 登 議長） 

田島さん、席に戻ってください。田島さん、席に戻ってくださ

い。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

１番からね、 

 

（福島 登 議長） 

田島さん 

 

（田島 毅三夫 議員） 

はい 

 

（福島 登 議長） 

席に戻ってください。 

（自席より発言あり） 

はい、田島さん、この一の質問は僕中止にしましたが、質疑は
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７番議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

総務課長 

 

 

 

 

 

 

やってもかまんので、二はやっていただいて結構ですよ。次に移

ってください。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

漢字数字の二番です。１７ページの広域観光・徳バス広告料４

２万９千円が出ておりますが、この内容について聞くということ

でお聞きしたいと思います。 

広告は、大阪までの運行中常時放映されるのか。これはごめん

なさい、ちょっと言い方悪い。大阪という特定するのは、行き先

までの間ですね。行き先はそれぞれあるようですから。その行き

先までの間、ずっとつけていくのか。ほんでこれは聞けばだいた

い内容は３分間ぐらいと聞いております。どう言いますか、コマ

ーシャル程度のそういうアピール程度のもんだと聞いておりま

すが。その運航中常時放映されるのか、いつからいつまでの契約

か。広告ビデオの内容を聞きたいと思います。 

 

（福島 登 議長） 

築地総務課長。 

 

（築地 仲音 総務課長） 

田島議員の質疑にお答えさせていただきます。 

徳島バスの高速バスの車内で動画を流すための広告料でござ

いますが、徳島方面への下り便、１２ルート分の広告料となりま

す。大阪から室戸生見阿南便、大阪から徳島便、神戸から徳島便

が、それぞれ２ルートずつ、京都から徳島便、高松から徳島便、

松山から徳島便、高知から徳島便、広島から徳島便、岡山から徳
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議長 

 

 

７番議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

島便がそれぞれ１ルートずつの計１２ルートでございます。放映

は、乗客の方の邪魔にならないように、運行中１回から２回程度

となります。車内前方の液晶モニターで放映をされます。映像は

６０秒ほどの短い内容でございますが、東洋町の魅力が伝わる洗

練された映像となっております。動画のサンプルができておりま

して、きれいな海や川、桜や雄大な山、新鮮な魚、サーフィンや

海の駅なども紹介され、東洋町の魅力を存分にＰＲできるサンプ

ルとなっております。 

何月までの契約かということでございますが、ダイヤ改正や廃

線、映像に変更がない限り、期限はございません。以上でござい

ます。 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

担当からは３分と聞いてたんですが、今６０秒と言いました

ね。それは別としまして、１回から２回の放映と聞きましたが、

長い時間の中で最初に乗った方は、最初にかけたら見れます。２

回目乗ってその間の人もやっぱり抜ける人も出てくるんですよ

ね。ほんでもっとこういうことも考えて、なにかこのパンフレッ

ト一緒に付けるとかいうようなことも考えてもらったらどうか

と思いますがね。それともう１つ、 

 

（福島 登 議長） 

再問ですか。 
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７番議員 

 

 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

（田島 毅三夫 議員） 

再問です。ほんでこの、どうですか、今課長、ここへちょっと

持ってきてここでちょっと議員みんなに見せてもらうわけにい

かんかな。無理ですか。 

 

（福島 登 議長） 

議場ではできませんね。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

音だけでもかまな。声だけでも。 

 

（福島 登 議長） 

ビデオはできませんね、質疑なんでね。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

ビデオはいかんけど、声だけでもかまな。 

 

（福島 登 議長） 

もう質疑、内容を聞くはもう終わっとんでね。再問なら再問を 

 

（田島 毅三夫 議員） 

再問よ。 

 

（福島 登 議長） 

それ再問にはならんですね。 



２５ 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

町長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

（田島 毅三夫 議員） 

いや、どうして。 

 

（福島 登 議長） 

答弁に対する再問でやってください。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

答弁したきに、ほんでそれを聞かせてくれと言よんやきに。 

（自席より発言あり） 

（自席より：個々に見たいもんが見せてもうたらいいんちゃう

ん） 

 

（福島 登 議長） 

町長。長﨑町長。 

 

（長﨑 正仁 町長） 

こういうものは一回見ていただいたほうが一番すっきりする

と思いますので、また見れるような機会を作らせていただきま

す。よろしくお願いします。 

（自席より：言うてもらわんでもかまん？手挙げても） 

 

（福島 登 議長） 

そらかまん。まだ残ってる。 

（自席より：怒られる思った） 

７番、田島毅三夫君。 
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７番議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

産業建設課長 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

（田島 毅三夫 議員） 

それでは漢字数字の三の質疑さしてもらいます。２２ページで

す。遊休農地等有効活用事業補助金が２００万円出ております。

計上されておりますね。反当たり１０万円で、耕作放棄された農

地を耕し、活用するための補助金だと説明受けました。こういう

事業補助は、農業従事者や有資格者に対して、漏れないように、

どのように周知し、受け付けているのかお聞きしたいと思いま

す。 

 

（福島 登 議長） 

大坪産業建設課長。 

 

（大坪 靖幸 産業建設課長） 

田島議員の質疑にお答えいたします。 

この東洋町遊休農地等有効活用事業補助金の周知につきまし

ては、平成２９年１０月の広報とうようで周知した後は行ってお

りません。また２９年度に周知してから、申請は毎年出てきてお

りますので、農業者への周知方法は今後検討していきたいと考え

ております。以上です。 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 

田島さん、反問（再問）するときは反問（再問）しますと言っ

ていただいてからやっていただきたいと思います。 
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７番議員 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

産業建設課長 

 

 

 

 

 

 

 

（田島 毅三夫 議員） 

ここへ着いてからでかまんのやろ。 

 

（福島 登 議長） 

はい、かまいません。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

丁寧な答弁ありがとうございました。これで納得しました。 

それでは漢数字の四番に移らさせてもらいます。２３ページで

す。商工持続発展支援事業２８０万円、よく似た事業なんですけ

どね、上と。 

１、今回支援は１件分か。その支援事業や資格、条件などの内

容説明を求める。これは１問にしとこかここで。ほんならこれで

一応１番目の質問です。 

 

（福島 登 議長） 

大坪産業建設課長。 

 

（大坪 靖幸 産業建設課長） 

田島議員の質疑にお答えいたします。 

今回の予算計上額は４件分でございます。事業の内容につきま

しては、町内に住所を有する商工業者で店舗や作業場の新規設備

の導入や販売促進にかかる経費の一部を補助するものでござい

ます。 

補助の内容につきましては補助対象経費の８０％以内で、補助

の上限は８０万円となっております。また申請回数によって補助



２８ 

 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

産業建設課長 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

率の変動がございます。以上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

算用数字の２番目です。この支援は、２９年から開始されたと

聞いておりますが、その間ずっともし同じ人がということがあっ

た場合どうなるのかお聞きしたいと思います。もし同じ人が何度

でも受けられるのかという質疑でございます。 

 

（福島 登 議長） 

大坪産業建設課長。 

 

（大坪 靖幸 産業建設課長） 

田島議員の質疑にお答えいたします。 

補助金を複数回、受けることは可能ですが、２回目以降は補助

率が下がっていくこと、また同じ年度に２回補助を受けることは

できないようにしております。ちなみに補助率ですけども、２回

目が補助率５０パーセント、それと３回目以降につきましては補

助率が３０パーセントとなっております。以上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫 議員） 
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議長 

 

 

７番議員 

 

 

 

 

議長 

 

３つ目の質疑です。実績ですよね、こういうことを町から補助

金を出して事業を進めていく、これは良いことやと思っておりま

す。自分も農業してるのでよくわかります。しかしその事後調査

は行っているのでしょうかということで１点お聞きしたいと思

います。 

 

（福島 登 議長） 

大坪産業建設課長。 

 

（大坪 靖幸 産業建設課長） 

田島議員の質疑にお答えいたします。 

実績事後調査を行っているかということでございますが、補助

事業者を抽出しまして、事後調査を行っております。実施につき

ましては令和４年度に行いまして、件数は６件、事後調査を行っ

ているところです。以上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

再問です。今抽出してという言葉使いましたが、これはどうで

すか、全部で何人やったと言いましたかね。合計今まで何件言い

ましたかね、ちょっとごめんなさい。 

 

（福島 登 議長） 

令和４年で６。 
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（田島 毅三夫 議員） 

６？今まで、２９年からね。そういう多数の方は受けてると思

うんですよ。その中から一部を抽出して、どう言いますか、事後

調査をしたというようなことであれば、ちょっと私はおかしいん

じゃないか。たとえ金額が少ないとしても、やはり全員にかちっ

とその補助金がどのように使われてどのように契約されている

か。ちゃんとすべきであるじゃないかと思います。お聞きしたい

と思います。 

 

（福島 登 議長） 

長﨑町長。 

 

（長﨑 正仁 町長） 

田島議員の質疑にお答えをいたします。 

おっしゃるようなことと私も思っております。今この商工持続

支援事業につきましては、いろんな多方面から批判的な意見もお

聞きしているところなので、ちょっと見直しをしていこうかなと

いうことで、ただその見直しをする上でどのような効果があった

のか、っていうことを今調査中であります。内容にしてはこの補

助金事業を活用することによりまして、その事業収入に繋がって

いるのか、それかまたあるいは雇用に繋がっているのか、そうい

った面を調べさせていただいておりますけど、ちょっと異動で担

当が変わりましたんで止まっているようでございます。以上でご

ざいます。 
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議長 

 

 

産業建設課長 

 

 

 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 

これは再問ですか。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

一応答弁に対してしちょいてから次に移ります。 

今までの町長と変わって確かなほんまに丁寧な答弁いただき

ました。ありがとうございます。続いて、漢数字の五番の質疑に

入ります。２３ページです。東洋町里山林整備事業補助金２２０

万円についてちょっとお聞きしたいと思います。 

１つ目です。説明では、２件分として２２０万円を追加したと

聞いておりますけれども、また別のところで聞きますと、１件当

たりの補助金上限額は８０万円と聞いております。この２２０万

円というのはどういうことかなと。どのような計算でされたのか

お聞きしたいと思います。 

この里山整備事業の利用資格、対象者、事業内容と申請方法を

お聞きしたいと思います。 

 

（福島 登 議長） 

大坪産業建設課長。 

 

（大坪 靖幸 産業建設課長） 

田島議員の質疑にお答えいたします。 

まずは、補助額についてですが、事業に要する経費の４分の３

以内かつ８０万円を上限としております。が、ただし、公共施設

等の被害を及ぼす恐れがあり、町長が認める場合はこの限りでは
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議長 
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議長 

 

 

７番議員 

 

 

 

 

ないとなっております。 

そのことから今回の予算計上については２件分でして、全額補

助も念頭に予算計上をさせていただいた次第でございます。 

また利用資格、対象者は、里山林の所有者及び管理者、または

倒木等により直接被害を受ける恐れのある者となっております。 

事業内容につきましては、人家等や公共施設等に被害を及ぼす

恐れのある里山林等の整備に要する経費を補助するものでして、

その申請手続は、整備する所有者、面積等が記載された補助金の

交付申請書のほか、見積書や整備箇所が分かる地図等の提出が必

要となります。以上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

よくわかりました。ちょっとその点について何点かお聞きした

いんですけども、重複したらいけませんね。 

 

（福島 登 議長） 

再問ですか？ 

 

（田島 毅三夫 議員） 

再問でなくて２番目に移ります。 

この補助事業の対象資格者は、先ほど言われたように、私の聞

いた範囲では家の上の山のところの木が倒れかかっているとか、

被さっているとか、そういう危険木ということを担当の職員さん
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議長 

 

 

７番議員 

 

 

から聞きました。そしてそのときにはその持ち主さんが、あ、そ

の家から３０メーター以上離れたところ、あ、３０メーター以内

の範囲で、それからまたその今言う持ち主さんからの申請でなけ

ればいけないとこう聞いたんですが、そういう情報の周知と言い

ますか、広報ですか、これはどのようにしてこれを住民さんに周

知しているのか、その方法をお聞きしたい。どうやっているのか、

現状、お聞きしたいと思います。うちも初めて聞いたもんで。 

 

（福島 登 議長） 

大坪産業建設課長。 

 

（大坪 靖幸 産業建設課長） 

田島議員の質疑にお答えいたします。 

本町が把握しております、山林等の所有者は、少し古いですけ

ども、平成２９年度の森林簿情報から４３９６名と把握をしてお

ります。しかし、人家等や公共施設等に被害を及ぼす恐れのある

里山林等の所有者については把握はできておりません。また現在

では広報での周知も行っていないというところでございます。以

上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

（自席より：再問です。） 

今４３４９人言われましたか。 
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議長 

 

（福島 登 議長） 

９６人。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

９６人。ごめんなさい。これは山の所有者の人数ですか。もう

いっぺんちょっとそこだけでかまいません。 

 

（福島 登 議長） 

それはちゃんと答えたと思いますよ。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

わからんから確認させてもらいよる。 

 

（福島 登 議長） 

再問２でやるんですね。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

いや･･･はい、それとこういう、ちょっとごめんなさい、確認

しますが、ふるさと山林なんとかかんとかいうのありますやほ

ら、補助金、国からの、１人５００円ずつ国が出してする、あの

ときのアンケートするときには１２００人の方に１６００筆の

森林所有者のところにアンケートを出したと聞いたんですが、人

数がだいぶ違うんで、今再確認してます。以上です。 

 

（福島 登 議長） 
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議長 
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７番議員 

 

 

議長 

 

大坪産業建設課長。 

 

（大坪 靖幸 産業建設課長） 

田島議員の再問にお答えいたします。 

先ほどの山林等の所有者４３９６名につきましては、延べ人数

ということで把握をしております。以上でございます。 

（自席より：大元は。延べじゃなしにね、大元。出た人数です） 

そこまでは把握はできておりません。先ほど申し上げました、

森林簿情報から延べ人数として４３９６名が対象であるという

ことです。 

 

（福島 登 議長） 

田島さん、自席からの質問等はやめてくださいね。 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

ほんでうちは 

 

（福島 登 議長） 

再問ですか。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

あーっと、再問なるんか、再問ですね。 

 

（福島 登 議長） 

再問。３回目。 
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議長 

 

 

教育次長 

 

（田島 毅三夫 議員） 

山林所有者が１２００人と聞いてるんですよ。ほんでそれが延

べで４３９６人であれば理解できるんですけども、その大元がわ

からないということはちょっとおかしいなと思ってね。ただうち

が聞いたんは、国の補助金のあれの関係でね、今言う山林という

のは木を植えて針葉樹林なんかを植えた分を山林と言よんのか、

一般の里山の山も入ってないのか、そこのところまだ把握できて

ませんので、あまりきついことも言えないんですけども、ちょっ

と人数がおかしいので今聞いたんですが、こらまたほんなら自席

でお伺いしますので、よろしくお願いします。 

 

（福島 登 議長） 

ほな次やってください。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

六番目の質疑に入ります。２７ページです。野根中学校の雨漏

り修繕費が３２６万円計上されておりますが、どこの修理なんで

しょうかね。数年前やったかな。２回続けてというか、屋根を屋

上を張り替えたということをうちは自分も現場行って確認して

るんですけども、どこの雨漏りかお聞きしたいと思います。 

 

（福島 登 議長） 

田岡教育次長。 

 

（田岡 いずみ 教育次長） 
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議長 

田島議員の質疑にお答えします。 

今回の修繕につきましては、数年前に張り替えた屋上ではな

く、職員室、職員玄関の棟の修繕を行う予定です。以上でござい

ます。 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

了解。わかりました。それでは七番目の質疑に入ります。２７

ページです。山の学習支援事業が１９万円計上されております

ね。その説明の中で甲浦小学校の生徒さんを対象にしていると、

こう説明がありました。どのような学習をするのか。学習の内容

をお聞きしたいと思います。 

 

（福島 登 議長） 

田岡教育次長。 

 

（田岡 いずみ 教育次長） 

田島議員の質疑にお答えします。 

今回の参加対象者は甲浦小学校児童全員となっております。学

習については木材を活用したものに取り組むなど、自然について

の理解を深める授業となっており、今回は木材を使った作品作り

に取り組む予定です。以上でございます。 

 

（福島 登 議長） 
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議長 
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議長 

 

 

教育次長 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

再問です。 

これはまた議長に怒られるかもわかりませんが 

 

（福島 登 議長） 

それやったらやめたほうがええと思います。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

海や川の学習の考えはありませんか。 

 

（福島 登 議長） 

はい、もうそれはだめです。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

よしわかった。ほんなら待って、再問、再問。 

この甲浦小学校１年生から６年生まで全員ということを聞き

ました今。この受ける方はわかるんですが、その指導する方はど

ういう方がされるのか。大工さんでしょうか、それともどういう

方なのかお聞きしたいと思います。 

 

（福島 登 議長） 

田岡教育次長。 

 

（田岡 いずみ 教育次長） 
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議長 

田島議員の質疑にお答えします。 

指導される講師がいらっしゃるかという質疑ですが、教職員と

一緒に自然を理解するための木材を活用した作品に取り組みを

行うということで講師の方についての指導はないです。以上でご

ざいます。 

（執行部側自席で会話あり） 

（自席より：自席で自席で） 

すいません、質疑を訂正させていただきます。講師の方はいら

っしゃるということです。申し訳ないです。訂正させていただき

ます。失礼しました。 

（自席より：講師はおられる。講師） 

いらっしゃいます、すいません失礼しました。以上でございま

す。 

（自席より：講師の職業を） 

 

（福島 登 議長） 

田岡さん、かまん？ 

講師が、先生が講師になるのか、それとも他に外部に講師がお

るのかということだと思いますが。 

 

（田岡 いずみ 教育次長） 

失礼しました。答弁の訂正をいたします。講師の方を招きまし

て、教職員と児童と一緒に作品作りに取り組む予定です。再度訂

正をさせていただきます。失礼いたしました。以上でございます。 

 

（福島 登 議長） 
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議長 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

大坪産業建設課長。 

 

（大坪 靖幸 産業建設課長） 

田島議員の再問にお答えいたします。 

去年度が甲浦小学校の方ではこういった授業に取り組んでお

りまして、今年度引き続き実施をしたいということで、今回補正

予算に上げさせてもらっています。去年の実績で言いますと、町

内の方、林業関係の方を講師に招いて山の基本的なことからいろ

いろ学習を始めてきたところです。以上です。 

（自席より：はい、了解。わかりました） 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

これは自然とということは私は大賛成です。大いに頑張ってく

ださい。 

それでは 

 

（福島 登 議長） 

八ですか。八もかなりダブってますね。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

これはもうだいぶね。 

 

（福島 登 議長） 
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議長 

 

 

７番議員 

１．２はもう大方ダブっとうと思いますがね。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

そうなんです。今ほんでまとめてるのに必死です。２８もう、 

 

（福島 登 議長） 

田島さん、まとめてやるのはだめですよ。もう１．２やめるの

か、３．４だけやるのか、それを明確にしてから質問を始めてく

ださいね。まとめることはやめてくださいよ。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

八番２８ページ、社会教育推進事業費４０万についてというこ

とでお聞きしたかったんです。それでは４番目だけ、算用数字の

４番ですね、ここだけ１点お聞きしたいと思います。ちょっとあ

る意味ダブってるんですけども。 

 

（福島 登 議長） 

じゃあ１．２．３やめるんですね。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

しゃあないやかね。 

 

（福島 登 議長） 

はい、じゃあ４番いってください。 

 

（田島 毅三夫 議員） 
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議長 

今回の削減で、先生の時間外業務負担は解消されるのかどうか

ということで１点だけお聞きしたいと思います。 

 

（福島 登 議長） 

田岡教育次長。 

 

（田岡 いずみ 教育次長） 

田島議員の質疑にお答えします。 

今回の補正については、７月１日から実施を行う予定となって

おり、実績は出ておりませんが、部活顧問と適切に協力連携を行

いながら、部活指導を行っていく予定です。これにより、部活顧

問の時間外業務負担は軽減されると思われます。以上でございま

す。 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

簡単に再問ちょっとだけさせてもらいます。 

今部活顧問の先生にちょっと担当してもらうとこういう話が

ありましたね。指導していただくと。時間的に普通やったら役場

やったらいつまでが５時半に終わってからね、残業手当がつくん

ですが、こういう顧問の方にはそういうものはつくのでしょう

か。 

 

（福島 登 議長） 
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議長 

 

 

 

教育次長 

 

 

田島さん。残業手当いうのはもう全然外れていってますよね。

軽減されるという明確な答弁が今ありましたよ。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

軽減、ほなどこまで軽減されるか、ほんでその今言う給料に対

するそういう補助もできるのかという質疑なんです。いけません

か。 

 

（福島 登 議長） 

はい、だめですね。それはだめです。だから、もし今の田岡教

育次長の答弁に対する再問だったらいけますよ。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

顧問さんという方はもう見つかっているんですか。７月からと

いうことになっておりますが。さっきほら部活顧問を採用してや

ると言うたが、その方はどういう形かわからん。先生なのか顧問

なのかわしもわからんのよ、民間の人なのかね。そういう意味で

今再質問させてもらいよう。 

 

（福島 登 議長） 

現状だけちゃんとお答えしちゃったらええと思う。 

田岡教育次長。 

 

（田岡 いずみ 教育次長） 

田島議員の質疑にお答えします。 

部活顧問というのは、部活を担当していらっしゃる教職員のこ
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議長 

 

 

７番議員 

 

 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

とについてです。７月１日から実際に指導していただく予定の方

は決まっていらっしゃるのかという質疑についてですが、１名指

導していただきたいという予定の方はいらっしゃいます。以上で

ございます。 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

民間の方のね、採用をお願いしたいぐらいやけどね。言よった

らまた止められますので言いませんが。 

漢数字の九番。漢数字の九番。 

 

（福島 登 議長） 

はい、九番いってください。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

２８ページです。林道樫地線第５号しょうばんというんですか

ね、これは。床版橋測量設計費として２千万円が出ておりますが、

その内容についてお聞きするということでお聞きしたいと思い

ます。測量設計費に２千万円が計上されておりますが、どこの橋

の、どのような工事設計か。また、全額町負担であるが、その理

由をお聞きしたいというのが質疑です。 

 

（福島 登 議長） 

生田産業建設課長補佐。 
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議長 

 

 

７番議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（生田 憲一 産業建設課長補佐） 

田島議員の質疑にお答えします。 

まずは、どこの橋という事ですが、これは名留川集会所から林

道樫地線を２キロほど上に行った樫地川上流に架かっている橋

であります。橋の長さは ５メートル、幅員は ３メートルであり

ます。 

次にどのような工事設計かといいますと、令和４年７月３１日

豪雨で被災しました、橋の架け替え工事の実施設計になります。 

財源につきましては、町の単独災害復旧事業債を活用しており

ます。以上であります。 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

再問です。こういう災害については、わしは国・県からのそう

いう支援がまるまる１００パーセントでも出てもおかしくない

と思うんですが、町の方から、ほら起債とはなっておりますけど

ね、けれどもそこはちょっとわかりません。それは２パーセント

の利子は払わんといかんのじゃないんですか。その借りたお金

は。どういうことになっているのか、ちょっと私も頭混乱してお

ります。復旧事業債という債権を使ったということを聞きました

もんでほら。債権使うたらそれはまた自分らが払っていかんとい

かんからね、ほの町がね。それともう一つ、 
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議長 
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議長 

 

 

７番議員 

 

 

 

議長 

 

 

産業建設課長補佐 

 

 

 

（福島 登 議長） 

なんですか。再問するんですか、今のは。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

今再問しよる。 

 

（福島 登 議長） 

１つずついってくださいよ。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

再問しよるんです。 

 

（福島 登 議長） 

１つずつ。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

これは町道ですか。それともどこの課になっているのか、それ

を最後に聞いて終わります。 

 

（福島 登 議長） 

生田産業建設課長補佐。 

 

（生田 憲一 産業建設課長補佐） 

これは林道に架かっている橋でありますので、町の管理となっ

ています。 
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（福島 登 議長） 

７番田島毅三夫君の質疑が終わりました。 

他に質疑はありませんか。 

（なしとの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

まず、反対者の討論はありませんか。 

なしですか？ 

（なしとの声あり） 

次に、賛成者の討論はありませんか。 

（なしとの声あり） 

ほかに討論はありませんか 

（なしとの声あり） 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

 

これより、議案第２５号、令和５年度東洋町一般会計補正予算、

第１号を定めることについての件を挙手により採決します。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めま

す。挙手多数であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

ここで休憩します。再開は１０時１０分です。 

 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（再開時間：１０時１０分） 
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議長 

 

日程第２、議案第２６号、令和５年度東洋町国民健康保険事業

特別会計補正予算、第１号を定めることについての件を議題とし

ます。 

これより、質疑を行います。 

質疑の通告が１件ありましたので、これを認めます。法令や規

則、条例に抵触することがないよう、発言には十分気をつけてく

ださい。 

それでは、７番田島毅三夫君。質疑を始めてください。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

議案第２６号、国保特別会計補正予算、第１号への田島質疑通

告書を読ましてもらいます。８ページです。国保保険指導事業委

託料として２００万円の増額がついておりますが、このことにつ

いてお聞きしたいと思います。 

担当職員さんと説明をいろいろ受けました。そのままいっても

らって結構ですので、よろしくお願いします。この２００万円の

アップは、特定検診受診者の人数アップによる増額補正と説明を

受けましたが、今回のアップ費用は、県支出金としてフォローさ

れております。受診者の数によって補助額が上がると聞いており

ますが、その分の増額支援でしょうか。 

昨年度より、何人増加したのか。受診対象者数と受診者の合計

人数をお聞きしたいと思います。また、委託料とありますが、ど

こへ委託するのでしょうか。お聞きしたいと思います。 

 

（福島 登 議長） 
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生松住民課長。 

 

（生松 克祐 住民課長） 

おはようございます。 

田島議員の質疑にお答えをいたします。 

今回、ちょっとお詫びをさせていただきます。今回２００万円

の増額説明でございましたが、この理由については、未受診者の

増加と説明をいたしましたが、誤りで、正しくは、今年から業者

の変更により増額となったためでございます。お詫び申し上げま

す。 

この委託事業のその他の実施費用に･･･あ、すいません、この

委託事業につきましては、昨年業者にも委託をしておりました

が、あまり受診率が思わしくないっていうか、延びないというこ

とで変更をさせていただいております。今回の業者は、東京にあ

る業者でございまして、この業者は国保連合会と未受診者の国保

連合会とその業者は連携をしておりまして、未受診者の疾患のデ

ータなどの提供をも受けておるみたいです。ですのでこの業者に

委託することにより、未受診者を減らそうと考えております。こ

の業者は高知県下の他の市町村でも実績がある業者であるため

でございまして、今回この業者を選択したということでございま

す。そして、受診対象者、国保に限るんですけども、これは約５

６０人おります。そのうち、受診された方は約ですけれども２２

０人でございまして、受診率は４０．６パーセントでございます。

この数字は高知県下の西地域と比べますと、低いという話も聞い

ております。安芸郡下ではだいたいこのような数字になっており

ますが、未受診者を減らすために、今回業者を変更したというこ
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議長 

 

 

７番議員 

 

 

 

 

 

 

 

とでございます。 

この業者は、予防医療・保健事業の分野で国とか大学とかさま

ざまなところと連携してサービスを展開している会社でござい

ます。そして費用につきましては、全額県から１００パーセント

補助していただけるということでございますが、これも上限がご

ざいまして、その上限が確か、ちょっとうろ覚えでしたけども１

５００万までということでございますので、今回は業者を変更し

たことによりまして、増額させていただいております。この委託

の内容につきましては、以前は未受診者の勧奨ということでござ

いますので、簡単に申しますと受診してくださいというような通

知を出しておりましたが、この業者はその未受診者個々に対して

データ分析などを提供して、受診をしてくださいというような通

知を出すと、通知するというようなことをするということでござ

います。以上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

新規の業者と交代してその分の増額ということですが、これは

どんなん、ちょっとうちもまだ勉強しておりませんが、ここで聞

くのもちょっといやらしいけども、これは令和５年度の分につい

てはもうすでにこないだやりましたよね。やりましたて今現在進

行中ですが、その費用プラス２００万円ということでしょうか。

上限が１５００万言いましたかね、今、なんぼ言うたかな。それ

があるというのであればそこのところもう一度確認したいと思
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議長 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

います。２００万円はプラス増加した分か。 

それから、 

 

（福島 登 議長） 

いや、一問一答でやってくださいよ。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

うん、これも一応 

 

（福島 登 議長） 

一問一答でやってくださいよ。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

これ今ごめんなさい、再問です。 

 

（福島 登 議長） 

再問の一問一答で 

 

（田島 毅三夫 議員） 

今再問です。 

 

（福島 登 議長） 

再問ね。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

再問も一問一答かい。 
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議長 

 

 

７番議員 

 

 

 

（福島 登 議長） 

そうですね。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

ほなそれ１点お聞きします。 

 

（福島 登 議長） 

生松住民課長。 

 

（生松 克祐 住民課長） 

田島議員の質疑にお答えをいたします。 

そのとおりでございます。それとまた合わせまして、この事業

は全体で８００万予算組んでおりますけども、この特定健診未受

診者の勧奨だけではなくて、運動教室そして健康相談そして要医

療判定者への受診の紹介、検診結果の説明会、などなどがござい

ますのでそれを合わせますと８００万ということでございます。

今回はその特定検診未受診者の勧奨ということで増額をさせて

いただいております。以上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

もう一つだけ再問させてもらいます。 
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議長 

 

 

住民課長 

 

 

 

 

 

 

 

（福島 登 議長） 

再問ですか？３回目です。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

はい。今そういう説明いただきました。よくわかります。ただ

私もずっと毎回行ってるんですけども、一つだけ気になることが

どうしてもですね、審査結果説明会というのがあるんですけども

ね、その中で本当にその今まで、過去よ、今までよ、骨密度とか

血流とかそういうものは調べてくれるけども、その自分の診断書

に結果に黒丸が付いちょるようなものについては全くの指導が

ないんですよ。教えがね。お医者さんからのね。そういうものを

今後もこんなんが入るんでしょうか。この業者が変わった場合

に。それも町との交渉の中でそういうもんも入れてもらうことは

できるんでしょうかね。答弁が貰えたら答弁いただきたい。 

 

（福島 登 議長） 

生松住民課長。 

 

（生松 克祐 住民課長） 

田島議員の質疑にお答えをいたします。 

すいません、詳細には私少しわからないんですけども、担当か

らお聞きをしましたところ、調査、すいません、健診結果の内容

については、事前に個々に通知を郵送いたします。そしてその中

にいろんな様々な状態なんかを記載して、どういうふうにすれば

いいかっていうようなことを書いていると、記載しておるという

ことは聞いております。 
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（自席より：当日貰うようになってます？） 

 

（福島 登 議長） 

自席からの 

 

（生松 克祐 住民課長） 

通知はしていると聞いております。事前には。そして検診結果

の内容をもう少し聞きたいのであれば、検診の結果の説明会を開

催して、聞きたい方は集まってその内容を聞くというようなこと

を聞いております。以上でございます。 

（自席より：もういっぺん再問できんかね） 

 

（福島 登 議長） 

できません。終わります。 

７番、田島毅三夫君の質疑が終わりました。 

他に質疑はありませんか。 

（なしとの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

まず、反対者の討論はありませんか。 

（なしとの声あり） 

次に、賛成者の討論はありませんか。 

（なしとの声あり） 

ほかに討論はありませんか 

（なしとの声あり） 
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討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

 

これより、議案第２６号、令和５年度東洋町国民健康保険事業

特別会計補正予算、第１号を定めることについての件を挙手によ

り採決します。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めま

す。挙手多数であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第３、議案第２７号、令和５年度東洋町介護保険事業特別

会計補正予算、第１号を定めることについての件を議題としま

す。 

これより、質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（なしとの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

まず、反対者の討論はありませんか。 

（なしとの声あり） 

次に、賛成者の討論はありませんか。 

（なしとの声あり） 

ほかに討論はありませんか 

（なしとの声あり） 

討論なしと認めます。 
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これで討論を終わります。 

 

これより、議案第２７号、令和５年度東洋町介護保険事業特別

会計補正予算、第１号を定めることについての件を挙手により採

決します。原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めま

す。挙手全員であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第４、議案第２８号、令和５年度東洋町下水道事業特別会

計補正予算、第１号を定めることについての件を議題とします。 

これより、質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（なしとの声あり） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

まず、反対者の討論はありませんか。 

（なしとの声あり） 

次に、賛成者の討論はありませんか。 

（なしとの声あり） 

ほかに討論はありませんか 

（なしとの声あり） 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

 

これより、議案第２８号、令和５年度東洋町下水道事業特別会

計補正予算、第１号を定めることについての件を挙手により採決
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します。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めま

す。挙手全員であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第５、議案第２９号、令和５年度東洋町簡易水道事業特別

会計補正予算、第１号を定めることについての件を議題としま

す。 

これより、質疑を行います。 

質疑の通告が２件ありましたのでこれを認めますが、法令、規

則、条例に抵触することがないよう、発言には十分に気をつけて

ください。 

それでは、１番大坪千倫君。質疑を始めてください。 

 

（大坪 千倫 議員） 

１点ご質問いたします。 

参照７ページ、資料の下段部分になります。１款２項１目１２

節、委託料の水道事業継続計画（ＢＣＰ）策定委託料７８２万１

千円についてご質問します。こちら議会１日目において、災害時

の飲料水の確保を目的とした計画の策定を外部に委託する費用

だとお聞きしました。その費用の詳細なご説明をお聞きしたい。 

また、この７８２万１千円という金額はあくまで計画策定のみ

に対する費用であり、今後、本目的に対し、資機材等の購入が発

生した場合は、別途予算計上の必要があるという認識でよろしい

でしょうか。合わせてご答弁お願いします。 
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（福島 登 議長） 

生田産業建設課長補佐。 

 

（生田 憲一 産業建設課長補佐） 

それでは大坪議員の質疑にお答えします。 

今回策定する計画の対象期間としては、災害発生から応急復旧

までの期間としています。詳細につきましては、まず地域防災計

画などの上位計画を基本にしつつ、震災規模の違いによる水道施

設の被害想定をそれぞれ計画に盛り込みます。その上で、それぞ

れの被害想定に対応した飲料水を避難場所等へ配るための応急

給水時の職員配置や、どのような資機材が必要なのかを洗い出し

ます。また応急復旧の際、各関係機関に応援要請する場合の適切

な支援体制等を内容としています。 

この計画による資機材等の購入費の必要性がある場合は、別途

予算計上することになります。以上であります。 

 

（福島 登 議長） 

１番、大坪千倫君の質疑が終わりました。 

続いて、７番田島毅三夫君。質疑を始めてください。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

第２９号、簡易水道特別会計補正予算、第１号への私の質疑で

ございます。同じ７ページです。水道事業継続計画策定委託料７

８２万円の内容についてということで、１点質疑させてもらいま

すが、困ったな、重複するな。 
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（福島 登 議長） 

うん、重複しちょうね。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

まぁそのまま読ませてもらうんで、もし漏れてるところがあっ

たらそちらの方からひとつお願いしますね。ここでより分けしよ

ったらややこしなるきに。 

飲料水への影響防止のための計画策定委託と説明を受けたが、

影響とはどのような影響を考えているのか。地震による水道管や

貯水タンク、吸い上げポンプなどの破損や流失、浸水被害などへ

の対策もこの継続計画に入るのか。入っていないなら、その不安

には、どう対応するのか。具体的な策定内容を聞く。また、どの

ような会社に委託するのかということでお聞きしたいと思いま

す。重複したところは退けちょってもうて結構です。 

 

（福島 登 議長） 

生田産業建設課長補佐。 

 

（生田 憲一 産業建設課長補佐） 

田島議員の質疑にお答えします。 

ここで言う影響としましては、震災による水道施設が被害を受

け、断水などにより住民の皆様に飲料水の供給が出来なくなる事

です。 

地震による水道管や貯水タンク、吸い上げポンプなどの破損や

流失、水道施設の浸水被害などの対策についてですが、この計画

の対象期間が被害発生から応急復旧までとなっていますので、対
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議長 
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策の予防や本復旧についてはこの計画に入っておりません。です

が、被害想定ごとの応急給水や応急復旧方法について幅広く取り

入れ、断水期間を極力短くするような計画を策定することで不安

の解消につなげていきたいと思っております。 

また、委託会社につきましては、水道全般を熟知した会社を入

札により決定する予定であります。以上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

そういう説明をいただきました。再問です。 

震災によるそういう被害を受けるものに対する防御というか、

そういう予測された上での計画ということで受け止めておりま

す。そういう意味から考えますと、ちょっと何点か疑問点があり

ます。 

 

（福島 登 議長） 

一問一答でやってくださいね。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

はい。例えば甲浦のタンクがありますね。おいわの上に。あそ

この上に何百トンかの水が常時溜まってるんですけども、それに

下からくみ上げてるんです。ポンプ室つけて。しかしそのポンプ

室は今言う浸水域に入ってるんです。それからまだ今言うこの庁

舎の横の防災センターですよね、あそこの入り口に上に水をあげ
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るポンプ室があるんですよね。そういうものをここは１０メータ

ーやったですか、２階まで水がくるんですから。そういうことも

含めたこういう対策を考えているんでしょうか。いろいろありま

すが、もうこれだけにしてから、例えばにしてからお聞きしたい

と思います。 

 

（福島 登 議長） 

生田産業建設課長補佐。 

 

（生田 憲一 産業建設課長補佐） 

再問についてお答えします。 

取水施設の浸水等につきましては、この計画の対策には入って

いませんが、以上です。 

（自席より：２つとも入ってないんやね） 

はい。 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

再々問です。今そういう一番大事なところが入っていないと聞

きました。そうなったらこういうことはどのようなところで対策

するんでしょうか。お聞きしたいと思います。 

 

（福島 登 議長） 

生田産業建設課長補佐。 
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（生田 憲一 産業建設課長補佐） 

震災時の対策としましては、取水施設が浸水しましても、上の

配水池の方で緊急遮断弁等を設置しておりますので、当面の期間

の飲料水は確保できますので、そういうことで対応したいと思っ

ております。 

（自席より：再問もう１回できんかね） 

 

（福島 登 議長） 

もう終わりました。 

７番田島毅三夫君の質疑が終わりました。 

他に質疑はありませんか。 

（なしとの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

まず、反対者の討論はありませんか。 

（なしとの声あり） 

次に、賛成者の討論はありませんか。 

（なしとの声あり） 

ほかに討論はありませんか 

（なしとの声あり） 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

 

これより、議案第２９号、令和５年度東洋町簡易水道事業特別



６３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７番議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会計補正予算、第１号を定めることについての件を挙手により採

決します。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めま

す。挙手多数であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第６、議案第３０号、令和５年度東洋町観光施設事業特別

会計補正予算、第１号を定めることについての件を議題としま

す。 

これより、質疑を行います。 

質疑の通告が１件ありましたのでこれを認めますが、法令や規

則、条例に抵触することがないよう、発言には十分気をつけてく

ださい。 

それでは、７番田島毅三夫君。質疑を始めてください。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

議案第３０号、観光施設特別会計補正予算、第１号への田島の

質疑でございます。６ページから７ページにかかっております。

備品購入費の繰越金が４４万円計上されておりますね。これは一

般備品購入費として、冷凍・冷蔵機器、計８０万円の内、４４万

円が前年度利益分から繰越されたとこう説明受けました。４年度

の決算報告を受けていないので、我々は、繰越額を知りませんけ

れども、観光事業の４年度の繰越金の見込み、また、今回の繰越

金を引いた残高の見込みはいくらになっておるのかお聞きした

いと思います。 
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（福島 登 議長） 

大坪産業建設課長。 

 

（大坪 靖幸 産業建設課長） 

田島議員の質疑にお答えします。 

令和４年度の観光施設事業特別会計の決算見込みでは、４９１

万８千円程度の黒字となる見込みでございます。また、繰越金に

つきましては、令和５年度当初予算で４４７万８千円、今回の補

正予算第１号におきまして４４万円を計上し、総額は４９１万８

千円となり、残高は０円となる見込みでございます。以上でござ

います。 

（自席より：議長、終わります） 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君の質疑が終わりました。 

他に質疑はありませんか。 

（なしとの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

まず、反対者の討論はありませんか。 

（なしとの声あり） 

次に、賛成者の討論はありませんか。 

（なしとの声あり） 

ほかに討論はありませんか。 

（なしとの声あり） 
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討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

 

これより、議案第３０号、令和５年度東洋町観光施設事業特別

会計補正予算、第１号を定めることについての件を挙手により採

決します。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めま

す。挙手全員であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第７、発議第４号、最低賃金法の改正と中小企業支援策の

拡充を求める意見書の件を議題とします。 

提出者の説明を求めます。 

１番、大坪千倫君。 

 

（大坪 千倫 議員） 

発議第４号、最低賃金法の改正と中小企業支援策の拡充を求め

る意見書について、本議案を別案のとおり、議会会議規則第１４

条の規定により議会に提出する。本日提出であります。提出者は

私、大坪千倫。賛成者は、廣田斎史、今宮裕明、武山裕一の各議

員であります。 

本件は、令和５年第２回定例会において、東洋町議会に意見書

採択の要請があり、総務教育民生常任委員会に付託されたもので

あります。 

６月１５日に委員会を開催し、慎重に審議した結果、採択すべ

きと決しましたので意見書を提出するものであります。お手元の
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意見書案をご参照ください。 

それでは、趣旨説明をいたします。 

ウクライナ危機などの影響により、異常な物価の高騰は、県民

生活を圧迫し、中小零細企業を中心に打撃を与え、地域経済を疲

弊させている。特に最低賃金近傍で働くパートや派遣、契約など

非正規雇用やフリーランスなど弱い立場の労働者の生活破綻は

深刻である。この難局を乗り越えるには、賃金の底上げを図るこ

とが不可欠であり、最低賃金の大幅引き上げと地域間格差をなく

す全国一律へ法改正を行うことがこれまで以上に重要になって

いる。 

２０２２年地域別最低賃金改定は、最高の東京で時給１０７２

円、高知県は最も低く８５３円に過ぎない。 

毎日８時間働いても年収１５０万から１９０万円であり、最低

賃金法第９条３項の労働者の健康で文化的な生活を確保するこ

とはできない。高知県と東京都では、同じ仕事でも時給で２１９

円もの格差がある。 

この地域間格差は、１５年で２倍に広がっている。日本の最低

賃金制度が地域別であることによって、海外と比べても最低賃金

が上がらない要因となっている。 

中央最低賃金審議会のランク制度によって格差は拡大し、そこ

に引っ張られる形で労働者の地域間格差も拡大し、人口の一極集

中や若者の都市部への流出へ歯止めをかけることができなくな

っている。同時に年金、生活保護費、公務員賃金など、あらゆる

生活と経済格差の拡大にも繋がってゆく。労働者の賃金は、経済

の最も基本的なベースである。このベースを一律にしなければ、

どんな経済対策を講じても日本経済を再生することはできない。 
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世界各国の制度と比較すると、日本の最低賃金は、ＯＥＣＤ諸

国で最低水準であり、ほとんどの国で、全国一律制を取っている。

そして、政府として大胆な財政出動を行い、公正取引ルールを整

備するなど具体的な中小企業支援策を確実に実施し、最低賃金の

引き上げを支えている。日本でも、中小企業への具体的で十分な

使いやすい支援策を抜本的に拡充・強化する必要がある。 

労働者の生活と労働力の質、消費購買力を確保しつつ、地域経

済と中小企業を支える循環型地域経済の確立によって、誰もが安

心して暮らせる社会を作りたいと考える。そのために、最低賃金

の全国一律制度をめざし地域間格差の是正をはかることを要望

する。 

以上の趣旨より、下記の項目の早期実現を求め、意見書を提出

する。 

１、政府は、労働者の生活を下支えするため、最低賃金を抜本

的に引き上げるとともに、全国一律最低賃金制度に変え、地域間

格差の是正をはかること。 

２、政府は、最低賃金の引き上げができ、経営が継続できるよ

うに、中小企業への支援策を抜本的に拡充・強化し、国民の生命

とくらしを守ること。 

 

以上の内容を、実現されるよう強く要請し、地方自治法第９９

条の規定により、内閣総理大臣、厚生労働大臣他に意見書を提出

するものであります。 

以上で、趣旨説明を終わります。  

ご審議、よろしくお願いします。 
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（福島 登 議長） 

提出者の説明が終わりました。 

ここでお諮りします。 

本件については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたい

と思いますが、これにご異議ありませんか。 

（異議なしとの声あり） 

異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 

これより、発議第４号、最低賃金法の改正と中小企業支援策の

拡充を求める意見書の件について挙手により採決します。 

本案は、意見書案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求

めます。挙手全員であります。 

よって、本案は意見書案のとおり採択することに決定しまし

た。 

 

日程第８、発議第５号、畜産危機打開のための緊急対策を求め

る意見書の件を議題とします。 

提出者の説明を求めます。 

３番、安岡良仁君。 

 

（安岡 良仁 議員） 

発議第５号、畜産危機打開のための緊急対策を求める意見書に

ついて、本議案を別案のとおり、議会会議規則第１４条の規定に

より議会に提出する。本日提出であります。提出者は私、安岡良

仁。賛成者は、髙畠俊彦、田島毅三夫、西岡尚宏の各議員であり

ます。 

本件は、令和５年第２回定例会において、東洋町議会に意見書
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採択の要請があり、産業建設常任委員会に付託されたものであり

ます。 

６月１５日に委員会を開催し、慎重に審議した結果、採択すべ

きと決しましたので、意見書を提出するものであります。お手元

の意見書案をご参照ください。 

それでは、趣旨説明をいたします。 

いま、日本の酪農・畜産は、史上最悪の危機に直面をしていま

す。飼料をはじめあらゆる生産資材、光熱費等が高騰しているに

も関わらず、生産費の上昇を乳価や畜産物価格に転嫁できず、雪

崩を打つように離農・廃業・倒産しています。このままでは日本

から酪農・畜産産業が消えかねない非常事態です。 

しかし政府からは、離農・廃業を食い止める有効な対策は打ち

出されていません。乳製品の過剰在庫が乳価の引き上げの足かせ

になっているのに、輸入は減らさず、牛の淘汰に補助金が出され

ています。酪農家が切望する緊急の経営支援は検討すらされず、

乳価引き上げ交渉に国が責任を持ってイニシアチブを発揮する

こともしていません。配合飼料は価格安定制度が機能しなくなっ

ており、今の事態が続けば国内産の牛乳や畜産品を手に入れるこ

とが困難になります。 

史上最悪の危機に直面している、日本の酪農・畜産の危機を打

開するために、次のような施策を早急に実施するよう強く要望す

る。 

１、配合飼料価格安定制度への国の拠出を増額すること。 

２、飼料高騰前の価格との差額を全額補填すること。 

３、畜産農家を救済する新たな補助・融資制度など金銭面での

支援策を緊急に整備すること。 
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４、子どもの成長と国民の健康維持に不可欠な牛乳は国内で生

産すること。 

５、日本の農畜産業を守るため、乳製品の輸入量を削減し、生

乳の生産抑制を行わないこと。 

６、政府の責任に置いて乳製品を買い上げ、人道支援等を行う

こと。 

７、生産抑制を行う際には、生産者への十分な補填を行うこと。 

 

以上の内容を、実現されるよう強く要請し、地方自治法第９９

条の規定により、内閣総理大臣、農林水産大臣他に、意見書を提

出するものであります。 

以上で、趣旨説明を終わります。  

ご審議のほど、よろしくお願いをいたします。 

 

（福島 登 議長） 

提出者の説明が終わりました。ここでお諮りします。 

本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたい

と思いますが、これにご異議ありませんか。 

（異議なしとの声あり） 

異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 

これより、発議第５号、畜産危機打開のための緊急対策を求め

る意見書の件を挙手により採決します。 

案は、意見書案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求め

ます。挙手全員であります。 

よって、本案は意見書案のとおり採択することに決定しまし

た。 
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日程第９、議員派遣についての件を議題とします。 

お諮りします。 

議員派遣の件については、議会会議規則第１２８条の規定によ

り、お手元に配布したとおり、７月２７日、高知県民文化ホール

において高知県市町村議会議員研修会へ、８月１８日、奈半利町

において安芸郡町村議会議員等研修会へ、それぞれ派遣したいと

思います。 

これにご異議ありませんか。 

（異議なしとの声あり） 

異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 

 

日程第１０、閉会中の継続審査・調査の申し出についての件を

議題とします。 

お手元に配布してある申出書のとおり、各常任委員会委員長及

び議会運営委員会委員長から、閉会中の継続審査・調査の申し出

がありました。 

ここで、お諮りします。 

それぞれの委員長からの申出により、閉会中の継続審査・調査

に付することに、ご異議ありませんか。 

（異議なしとの声あり） 

異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 

 

ここで休憩します。再開は１１時です。 

（休憩時間：１０時５０分） 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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（再開時間：１１時００分） 

 

日程第１１、一般質問を行います。 

質問時間は、１人３０分以内、答弁時間も３０分以内とし、一

問一答方式で行います。 

なお、質問の際は、一般質問通告書の内容以外は認めず、また、

質問は１問につき、３回まで認めますが、再問は、執行部からの

答弁に対する質問といたします。 

また、議会会議規則第５４条の規定により、発言は、すべて簡

明にするものとし、議題外にわたり、または、その範囲を超えて

はならないことになっております。 

その規定に反すると認めるときは、同規則第２項の規定によ

り、注意し、従わない場合は、発言を禁止します。 

それでも、なお、議長の指示に従わない場合は、地方自治法第

１２９条第１項の規定に基づき、本日の会議が終わるまで発言を

禁止、または、議場外への退去を命じます。 

次に、議会会議規則第６４条の２の規定により、執行部は、議

員の質問に対し、反問できますので、反問する場合は、反問しま

すと発言の上、挙手願います。反問も質問時間（制限時間）に含

まれます。 

 

質問の通告が６名ありました。発言を許しますが、法令や規則、

条例に抵触することがないよう、発言には、十分気をつけてくだ

さい。 

 

まず、１番、大坪千倫君の質問を許します。 
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件名は、農業の活性化について他２件であります。 

答弁者は、町長ほか、となっております。 

１番、大坪千倫君、質問を始めて下さい。 

（質問開始時間：１１時０２分） 

 

（大坪 千倫 議員） 

質問させていただきます。 

１点目、農業の活性化について。 

５月開催の臨時会において、町長の所信表明があり、その中で

農業の活性化に力を入れて取り組んでいくと伺いました。 

現時点で町長が考える農業振興の具体的な戦略はございます

でしょうか。 

 

（福島 登 議長） 

生田産業建設課長補佐。 

 

（生田 憲一 産業建設課長補佐） 

大坪議員の質問にお答えします。 

まずは、先に私の方から現在継続して取組中の事業をいくつか

報告させていただきます。 

特産のポンカンの後継者対策や産地維持を図る目的で、令和２

年８月に設立したポンカン振興対策協議会への支援、現在も増え

つつある放棄地を解消するための遊休農地等有効活用事業補助

金、農業経営の維持や収益性の向上を支援するためのがんばる農

業支援事業費補助金、シカやイノシシから農地を守るための有害

鳥獣等被害防止柵整備事業費補助金などを継続実施しています。 
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また、最近では、農業専門の地域おこし協力隊の募集開始や都

市圏で開催される農業人フェアに参加し、都市圏からの移住対策

にも着手しています。私の方からは以上です。 

 

（福島 登 議長） 

長﨑町長。 

 

（長﨑 正仁 町長） 

それでは大坪議員にお答えをいたします。 

５月２２日の所信表明におきまして、他業種からの新規参入も

ありまして、直接雇用に繋がっているという明るい事例もありま

す、ということを申し上げました。経営者がいる農園で農業者と

して働くことができるという事例であります。農業だけではなく

て、全ての職種に係りますけれども、指導者がいなくてはなかな

か技術を身につけられないということを考えますと、やはり農業

の経営者となる方を探していきたいというふうに考えておりま

す。本町の農地ですでに農業の技術をお持ちの方や、Ｕターンの

方を迎えることはもちろんのことですけれども、農業という職種

の経営ができまして、そして従業員として迎えられるような、農

業のサラリーマン化ができる農業経営者の取得に向けて取り組

みたいというふうに考えております。そして、本町で農業を営ん

でいる方へのアプローチも大切にいたしまして、農業者のニーズ

を聞き取りまして、新たな農業の振興に興味を持つ農業者への支

援も行っていきたいというふうに考えております。以上でござい

ます。 
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（福島 登 議長） 

１番、大坪千倫君。 

 

（大坪 千倫 議員） 

現在取り組んでいる内容、及びこれから目指していることをお

聞きしました。この内容をまずは一旦持ち帰り、自分なりにまた

精査していこうと思っております。 

２点目の質問に移ります。高齢者への支援について。 

本町の地域課題である高齢化に伴い、支援を必要としている高

齢者の方々がたくさんいることかと存じます。具体的には、一人

暮らしの高齢者、高齢夫婦のみの世帯で老々介護を余儀なくされ

ている方々等でございます。 

そのような方々への支援として、現在取り組んでいること、及

びこれから取り組もうとしていることがありましたらお教えく

ださい。 

 

（福島 登 議長） 

生松住民課長。 

 

（生松 克祐 住民課長） 

それでは、大坪議員のご質問にお答えをいたします。 

本町では、日本ではということでございますが、介護に係る支

援として、支援制度としては、介護保険制度がございます。皆様

ご承知のとおりだと思います。この介護保険制度は、簡潔に申し

ますが、介護が必要になった方にお世話をするということでござ

います。そのお世話をする方を訪問介護員いわゆるホームヘルパ
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ーといいますが、そのホームヘルパーが家庭に訪問し、身体の介

護並びに掃除洗濯などの生活援助を行っております。これは、介

護保険制度では、介護サービスといいまして、そのサービスの内

容は訪問介護といいます。 

しかし、訪問介護は、常に家庭に入ってお世話をしてくれるの

ではなく、夜間などは身内の方が介護しなくてはなりません。そ

の身内の方も高齢などの理由により、介護によるストレスを抱え

ることも少なくございません。 

そこで、介護が必要になった方に対し、自宅から介護施設に通

って、生活の機能の維持、向上を目指し、必要な日常生活上の機

能訓練を行うこと、また同時に、介護する身内の方の身体的・精

神的負担軽減を図ることを目的としたデイサービス、施設に行っ

て行うことでございます。介護機能訓練、回復する訓練でござい

ますが、それと、介護施設への短期間入所できるショートステイ

というものなどの介護サービスがございます。 

それでも自宅において、介護することが困難な状況になった場

合、要介護者の状態にもよりますが、介護施設に入所するという

選択もございます。 

その他、介護サービスには様々なサービスがございまして、福

祉用具の貸与、自宅の手すりの設置、段差解消を目的とした住宅

改修というものもございます。 

簡潔に申しましたが、日本ではこの２０００年に介護制度を創

設したということでございますが、その目的は、まさに議員がお

っしゃられた日本社会の高齢化により、介護に対するさまざまな

問題を解消するためにできた制度ということでございまして、そ

の点ご理解いただけたらと思っております。また、介護保険の簡
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単な制度の内容につきましては、このカラーのパンフレット、安

心介護保険というものも配布しております。そこには私が今申し

ました以外に、様々な介護サービスっていうのが載っておりま

す。またご覧になられたらと思っております。それと最後にです

が、本町ではこの建物の裏に包括支援センターというものがござ

います。そこは高齢者の方の、その介護に対する、生活に対する

独居世帯、1 人世帯なんかで様々な問題を抱えている方の相談窓

口として設けておりまして、そこで随時相談も受けております。

それもご活用いただきまして、その方にとってよりよい介護の方

法とか、どういうふうに生活すればいいのかっていう相談も受け

れますので、また是非なにかありましたら相談していただけたら

と思っております。以上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

１番、大坪千倫君。 

 

（大坪 千倫 議員） 

先ほどの答弁は、介護を必要とする方を中心の支援についてご

説明いただいたと思います。介護認定まではいかない、要支援者

の方々の対応というのも、私自身も勉強していかないといけない

なと。家庭により様々な事情があると思いますし、行政では賄い

きれない点もあると思います。まだまだこの分野は私自身勉強不

足のところございますので、これから勉強していきますので、ま

た相談、提案することがあると思いますので、お伝えしておきま

す。 

３点目の質問に移ります。ライフビジョンについて、２つにわ
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議長 

けてご質問いたします。 

１つ目。今年の３月２７日から東洋町の行政・防災情報アプリ

ライフビジョンが導入されております。現在のライフビジョンの

ダウンロード状況をお教えください。 

 

（福島 登 議長） 

築地住民課長。申し訳ない、総務課長。申し訳ない。 

 

（築地 仲音 総務課長） 

大坪議員のご質問にお答えさせていただきます。 

６月１５日現在、ライフビジョンのアプリをダウンロードされ

ている方は、３０１人でございます。以上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

１番、大坪千倫君。 

 

（大坪 千倫 議員） 

ダウンロード数は３２０人（３０１人）ということで、人口か

ら単純計算しますと、６人から７人に１人の使用度と理解しまし

た。まだまだ町民には浸透していない、もしくはこのアプリがで

きたことすらまだ知らないという方もいらっしゃるのかもしれ

ないなと感じております。 

２つ目の質問に移ります。今後のライフビジョンの普及活動計

画をお教えください。 

 

（福島 登 議長） 
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築地総務課長。 

 

（築地 仲音 総務課長） 

大坪議員のご質問にお答えさせていただきます。 

ライフビジョンは、３月２７日から利用が開始されております

が、現在までの普及活動は、令和５年３月２７日の新聞折り込み、

令和５年４月の広報誌、広報とうようへの折り込みチラシの配

布、それと役場及び海の駅でのチラシの設置などを行っておりま

す。 

今後の普及活動についてでございますが、ホームページへの掲

載や住民の方が窓口等の来られた際に、アプリのダウンロードの

ご希望がございましたら職員によるご案内などを行ってまいり

たいと考えております。以上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

１番、大坪千倫君。 

 

（大坪 千倫 議員） 

このアプリを町民に入れてもらい、それだけでなく実際に利用

してもらうまでには超えるべきハードルが多々あるかと思いま

す。ただ、このアプリの利用者数が増加すれば、効果として、役

場職員の業務削減及び様々な経費の削減に大きく寄与するもの

になるだろうと私自身感じております。また、この取り組みは役

場の若手職員が中心となって進めている素晴らしい取り組みだ

と伺っております。私も微力ではございますが、このアプリの利

用者数の増加に向けて、なにか行動していきたいなと思っており
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ます。以上で私からの質問を終わります。ありがとうございまし

た。 

 

（福島 登 議長） 

１番、大坪千倫君の質問が終わりました。 

（質問終了時間：１１時１７分） 

 

続いて、４番、髙畠俊彦君の質問を許します。 

件名は、側溝の氾濫防止について他１件であります。 

答弁者は、町長、担当課長他となっております。 

４番、髙畠俊彦君、質問を始めて下さい。 

（質問開始時間：１１時１７分） 

 

（髙畠 俊彦 議員） 

それでは私の一般質問をさせていただきます。 

側溝の氾濫についてということで、３件ほど質問させていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

まず初めに台風２号による、甲浦西又地区（西地区）奥の谷で

す、の側溝の氾濫についてお聞きいたします。 

避難階段までの上、約５０ｍ位の間側溝に覆い被さっている雑

木が側溝に落ち、流れを食い止めたのがこの氾濫の原因だと思わ

れますが、覆い被さっている雑木等の伐採、管理はできないもの

かお聞きいたします。よろしくお願いします。 

 

（福島 登 議長） 

大坪産業建設課長。 
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（大坪 靖幸 産業建設課長） 

髙畠議員のご質問にお答えします。 

甲浦、西地区の側溝水路ですが、議員ご指摘のとおり、雑木や

堆積した土砂などが原因で水の流れが悪くなり、側溝から雨水が

溢れたものと思われます。 

その原因となりました、町道などに覆いかぶさっている雑木等

を伐採・管理することができないかとのご質問ですが、まずは土

地の所有者が管理することが前提とはなります。 

しかし何らかの事情で、個人での対応が不可能な場合には、本

町の補助金、東洋町里山林整備事業費補助金の活用が可能か検討

もしていただければと思います。 

なお、水路につきましては、町の管理となりますので土砂など

の取り除きは対応していきたいと考えております。 

 

（福島 登 議長） 

４番、髙畠俊彦君。 

 

（髙畠 俊彦 議員） 

再問であります。今大坪課長さんが言われたとおり、地区民が

管理すべきが本来の姿と思うのでありますが、何年か前までは地

区民が管理をしておりました。しかしながら地区民も高齢者ばか

りになり、管理ができなくなってきたのであります。このまま放

置すれば、側溝の氾濫の繰り返しになり大きな災害に繋がる恐れ

が多分にあります。しかしながら今課長が答弁されたように、側

溝の管理はしてくれるということでありますので、安心いたしま
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した。再度、周りの被さってきとるのもご検討の程よろしくお願

いします。 

続いて２つ目の質問に入ります。 

 

（福島 登 議長） 

再問じゃなかったんやね。 

 

（髙畠 俊彦 議員） 

再問ではありませんでした。 

２つ目の質問に入ります。 

 

（福島 登 議長） 

２つ目いってください。 

 

（髙畠 俊彦 議員） 

甲浦西地区、２つ目の質問は違いました。申し訳ございません。 

２つ目の質問に入ります。東地区うぐいす谷、砂防ダム下の側

溝についてお聞きいたします。 

東洋町里山林整備事業費補助金活用で、ほぼきれいになってお

りますが、砂防ダムから下、約２０ｍぐらいが手つかずの状態で

あります。台風２号のおり、雑木がいっぱい側溝、２０ｍぐらい

の間だけですが、側溝に落ちており、このまま放置しておけば、

甲浦西地区奥の谷の側溝氾濫と同じ様なことになると思います。

恐れがあると思います。砂防ダムの下の側溝についても、側溝付

近の樹木等の伐採、管理はできないかお聞きいたします。同様の

答えが返ってくるかもわかりませんが。 



８３ 

 

 

議長 

 

 

産業建設課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

４番議員 

 

 

 

 

 

 

 

（福島 登 議長） 

大坪産業建設課長。 

 

（大坪 靖幸 産業建設課長） 

髙畠議員のご質問にお答えいたします。 

うぐいす谷の方ですけども、砂防ダムから下２０ｍ間はまだ手

つかずの状態ということですけども、これも引き続き、東洋町里

山林整備事業費補助金の活用が可能かどうか検討をしていただ

ければと思います。 

また、議員の方にも現地の方確認もさせていただきまして、山

からの木とか、竹の水路の覆い被さっているような状況も確認も

しております。今後住民生活に影響が出ないような範囲で、管理

の方も町としてやっていきたいと思っております。以上です。 

 

（福島 登 議長） 

４番、髙畠俊彦君。 

再問ですか、次ですか。 

 

（髙畠 俊彦 議員） 

次に入ります前に一言。甲浦西地区側溝の氾濫同様に、このま

ま放置すれば大きな災害に繋がる恐れが多分にあります。今課長

がおっしゃられたように、側溝の管理は結局、やっぱり町の仕事

としてやってくれるようですので、あとの被さってるのは、また

里山うんぬんの補助金を使うていうこと勉強させていただきま

す。 
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それでは３つ目の質問に入ります。 

令和３年、令和３年であります。線上降水帯による大雨での超

願寺横の側溝の氾濫がありました。 

 

（福島 登 議長） 

ちょっと待ってくださいよ。漢数字２の次は西地区砂防ダムに

なってますけど。 

 

（髙畠 俊彦 議員） 

間違えました。すみません。砂防ダムです、間違えました。 

甲浦西地区、砂防ダム建設予定についてお聞きいたします。 

令和４年３月の定例会でも進捗状況をお聞きいたしましたが、

あれから１年３か月ぐらいたっております。その後の進捗状態を

お聞きいたします。よろしくお願いします。 

 

（福島 登 議長） 

大坪産業建設課長。 

 

（大坪 靖幸 産業建設課長） 

髙畠議員のご質問にお答えします。 

現在の進捗状況ですが、砂防ダムの用地に係る土地の所有者と

高知県との間で測量等について協議中であるというふうにお聞

きをしております。以上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

４番、髙畠俊彦君。再問ですか。 
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（髙畠 俊彦 議員） 

再問ではありません。付け加えでございます。答弁は必要ござ

いません。令和３年線上降水帯によって大雨が降り、超願寺横の

側溝の氾濫がありました。側溝の重たいセメントの蓋ですよね、

あれでも吹き上げるぐらい水出ました。アスファルトがはがれる

ほどの水が出ました。今年の台風２号のときも幸いにも災害には

繋がりませんでしたが、側溝がまけるぐらいの水が出ておりま

す。近年では台風とともに線上降水帯が発生し、災害に繋がる程

の大雨が降っております。我々地区民にとっては１日も早い砂防

ダムの完成を願っておりますので、県土木に再度地区の人たちの

願いを伝えて、できれば１日でも早い完成をお願いしたいと思っ

ております。よろしくお願いします。再問になるでしょうか。 

 

（福島 登 議長） 

再問じゃないんでしょ。もう終わるんですね。 

（自席より：お願いでございます。いいです、終わりです） 

 

４番、髙畠俊彦君の質問が終わりました。 

（質問終了時間：１１時２７分） 

 

続いて、５番、武山裕一君の質問を許します。 

件名は、電気料金等の値上げついてであります。 

答弁者は、町長、他となっております。 

５番、武山裕一君、質問を始めて下さい。 

（質問開始時間：１１時２８分） 
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（武山 裕一 議員） 

それでは、私の質問は電気料金等の値上げについてお聞きしま

す。それでは質問させていただきます。 

ロシアのウクライナ侵攻により、原料の値上げで食品やエネル

ギー等が高騰しており、世界各国が厳しい舵取りをしている中、

我が国日本も同じです。これから厳しい夏を迎える中で、四国電

力の電気料金が契約内容により、５％～２５％値上がりすると聞

いております。エアコン等がつけられない。そのために人命が失

われるのではないかと、心配しているところです。町として、電

気料金高騰の対策や支援などの考えがあるかお聞きします。よろ

しくお願いします。 

 

（福島 登 議長） 

築地総務課長。 

 

（築地 仲音 総務課長） 

武山議員のご質問にお答えさせていただきます。 

四国地区の旧一般送配電事業者である四国電力が５月に規制

料金の値上げについて認可を受け、６月１日から値上げを実施し

ていることについては承知をしております。 

物価高騰に対する町の対策といたしまして、当初予算で２１０

０万円を計上し、５月から使用できる地域振興券を各ご家庭へお

配りしているところでございます。１人１万円ずつの支援でござ

いまして、使用期限は１２月末までとなっております。 

今後の対策につきましては、専決予算で価格高騰重点支援給付
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事業といたしまして、２１００万円を計上しております。状況を

見ながら判断していきたいと考えております。以上でございま

す。 

 

（福島 登 議長） 

５番、武山裕一君。 

 

（武山 裕一 議員） 

とてもご丁寧な説明ありがとうございました。よろしくお願い

いたします。これで私の質問を終わります。 

 

（福島 登 議長） 

５番、武山裕一君の質問が終わりました。 

（質問終了時間：１１時３０分） 

 

続いて、２番、廣田斎史君の質問を許します。 

件名は、小中学校の統廃合及び小中一貫校・義務教育学校つい

て他２件であります。 

答弁者は、町長、他となっております。 

２番、廣田斎史君、質問を始めて下さい。 

（質問開始時間：１１時３１分） 

 

（廣田 斎史 議員） 

それでは通告に従いまして、私からは大枠３問質問いたしま

す。 

まず大枠の質問１、小中学校の統廃合及び小中一貫校・義務教
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育学校についてです。 

今年度、野根小学校が４名で２名減、野根中学校が３名で１名

増となっています。野根小は、１年生から４年生が０で、令和７

年度には生徒数０になる可能性があり、現状を考えると、早期に

協議する必要があります。 

そこで質問①です。 

昨年６月議会で、同僚議員から統廃合及び小中一貫校・義務教

育学校について質問があり、蛭子教育長が答弁されました。その

中で、学校運営協議会で協議していくとありましたが、野根・甲

浦各学校運営協議会でどのような協議がなされ、方向性や結論が

出たのか伺います。 

 

（福島 登 議長） 

蛭子教育長。 

 

（蛭子 浩久 教育長） 

廣田議員にお答えをいたします。 

昨年度の中旬から、野根地区・甲浦地区の各学校運営協議会の

皆様に、今後の東洋町の学校の在り方について熱心に協議をして

いただきました。この場をお借りして、協議会の皆様に感謝とお

礼を申し上げます。 

野根地区・甲浦地区、どちらの協議会も方向性や結論までは出

ている訳ではなく、新しく長﨑町長に代わったこともあるので、

町長の考えを聞いたうえで、今後、協議する必要があれば、改め

て協議をしたいというような考え方となっております。 

これまでに両地区協議会から出された意見を抜粋して、関係資
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料としましてお配りしておりますので、併せてご参照いただきた

いと思います。 

両地区協議会の意見をまとめますと、１．アンケートの必要性

では賛否が分かれる。２．高台移転を中期的な目標にすれば良い

のではないか。３．町の方向性が決まってから協議会で協議すべ

きではないか。４．子供のことを最優先に考えるべきではないか。 

このようにまとめることができると思います。以上でございま

す。 

 

（福島 登 議長） 

２番、廣田斎史君。 

 

（廣田 斎史 議員） 

再問します。学校運営協議会の意見はわかりましたが、今後の

生徒数を予想しますと、早急な対応が必要と考えます。学校運営

協議会の意見を受けて、今後教育委員会がどう対応し実行してい

くのか、具体的な方向性や日程をお聞かせください。 

 

（福島 登 議長） 

蛭子教育長。 

 

（蛭子 浩久 教育長） 

廣田議員の再問にお答えをいたします。 

まず最初に、野根地区・甲浦地区の協議会の皆様には協議して

いただいて、その協議の結果といいますか、いろいろまとまった

意見にはならないかもわかりませんが、多数でもかまんので出し
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ていただきたいということでお願いをして、始まっております。

そしてその協議会で出していただいた意見を教育委員会や総合

教育会議の方で協議をして、それで方向性を決めていきたいと考

えています。その方向性の方はまだ今後、町長部局と話し合いを

しながら考え方を決めていきたいと思います。ありがとうござい

ました。 

 

（福島 登 議長） 

２番、廣田斎史君。 

 

（廣田 斎史 議員） 

もう１つ再問させてもらいます。 

 

（福島 登 議長） 

３回目です。 

 

（廣田 斎史 議員） 

はい。なかなか説明だけで、なんて言うんですかね、父兄の方々

にもなかなか義務教育学校がどうことかっていうことを説明し

てもなかなか通じんというかわかりにくいと思うんで、是非視察

などやっぱりしていただいたらええんちゃうかなと思うんです

が、そういうお考えはありますか。 

 

（福島 登 議長） 

蛭子教育長。 
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（蛭子 浩久 教育長） 

廣田議員の再問にお答えします。 

今出されました、ご意見も参考に協議をしていきたいと考えて

おります。以上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

２番、廣田斎史君。 

 

（廣田 斎史 議員） 

それでは質問②に移ります。 

町長は、５月の臨時議会の所信表明演説において、義務教育課

程でデジタル技術を活用した遠隔授業の実現、デジタル時代にふ

さわしい教育が受けられるよう教育施設の改善に着手し、都市部

との教育格差がない、特色ある環境づくりに努めると話されまし

た。 

これらを実現するために、早期の義務教育学校移行が有効だと

考えますが、町長はどうお考えですか。 

 

（福島 登 議長） 

長﨑町長。 

 

（長﨑 正仁 町長） 

廣田議員の質問にお答えをいたします。 

先ほど教育長の答弁の中でもありましたけれども、学校運営協

議会での協議内容からも、学校の統廃合とか義務教育学校、ある

いは小中一貫校、移行したいというような前向きな意見がありま
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せんように、私自身も児童生徒数の減少をのみをもって、地域か

ら学校をなくすっていうことには抵抗がありますし、議員の質問

のとおり、現状の学年ごとの児童生徒数では、逆に、義務教育学

校、あるいは小中一貫校へと移行するについて協議する時期では

ないのかなというふうに思っております。 

今言えることとしましたら、将来的には、学校を高台移転する

方向で進めていきたいことも考えておりますけれども、まずは、

子育て支援や移住促進の強化と、デジタル技術を活用した魅力あ

る学校づくりに努めまして、児童生徒数を増やすための労力を費

やして、できるだけ学校の統廃合はせずに、地域に残す方向で進

めさせていただきたいというふうに考えております。以上でござ

います。 

 

（福島 登 議長） 

２番、廣田斎史君。 

 

（廣田 斎史 議員） 

ひとつ、県内の義務教育学校の一つの例をちょっと挙げさせて

もらいたいんですけど、高知市の北部の旧土佐山村、のどかな山

間にある高知市立土佐山学舎があるんですが、これは平成２８年

度に義務教育学校になりました。２９年度は地域内生徒５４名に

対し、校区外通学者が８７名増え、１４１名になりました。この

学校は特に英語教育に力を入れてまして、毎年英検合格者を出し

てるようです。このように、自然環境やその土地ならではの特色

を活かした教育を、同じ教育下に基づいて一貫して指導できる義

務教育学校は本町にも適していると考えます。また、お考えいた
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だければと思います。 

 

それでは、大枠２の質問に移ります。 

保育園の建て替え・高台移転についてです。 

質問①、昨年１２月議会で、銀杏・甲浦保育園の老朽化や高台

移転についての、私の一般質問に対し松延前町長が、建て替えに

ついて、令和５年度に計画や協議を実施し、６年度中に着工を目

指すとの答弁をいただきました。 

これらに対して長﨑町長の考えを伺います。 

 

（福島 登 議長） 

長﨑町長。 

 

（長﨑 正仁 町長） 

廣田議員のご質問にお答えをいたします。 

前回そういう答弁だったということですけれども、私の方も、

銀杏・甲浦それぞれの保育園の建て替えと高台移転につきまして

は、これは進めさせていただきまして、本年度中に設計、６年度

中には着工という計画でいきたいというふうに考えております。

以上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

２番、廣田斎史君。 

 

（廣田 斎史 議員） 

それでは大枠３つ目の質問です。質問３、新たな観光振興につ
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いてです。 

町長は所信表明演説において、観光政策は、最も町の魅力を伝

えて、ここに住みたいと思わせる移住獲得に向けての絶好のアイ

テムであり、町内経済の好循環が生み出されるような政策に取り

組んでいくと話されました。 

新たな観光資源の再発見や、掘り起こしは大変重要なポイント

だと共感いたしました。 

そこで質問①、その中で、自然を生かした新たなアウトドア施

設の整備に向けて、南海トラフ地震対策の防災拠点としても活用

できるような、自然体験型観光に取り組むとありましたが、具体

的にどのようなものをお考えでしょうか。 

 

（福島 登 議長） 

長﨑町長。 

 

（長﨑 正仁 町長） 

廣田議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

政府によりますと南海トラフ地震の発生確率ですけれども、３

０年以内には７０パーセントから８０パーセント程度、４０年以

内になりますと９０パーセント程度と発表をされております。 

そのような背景や想定の中で、私たち行政は、平時の取り組み

と同時に、有事に備えた取り組みをしていかなくてはなりませ

ん。本町の防災ヘリポートのある東洋町防災拠点施設には広大な

敷地がございまして、景観も非常に良い場所であるというふうに

思っております。 

有事の時にしか使えないではなくて、平時にも活用できること
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が理想と考えた場合に、コロナ禍で需要が伸びました、キャンプ

場、あるいはグランピングの施設の整備をすることが有効な手段

と考えております。そして、その延長上には、キャンプメーカー

の誘致にも取り組みたいという考えももっております。 

そうすることによりまして、平時は、キャンプ場として活用す

ることで備品類や備蓄品のチェックもできます。それが有事の時

に避難施設としてスライド活用もできる、そのようにしたいとい

う考えをもっております。以上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

２番、廣田斎史君。 

 

（廣田 斎史 議員） 

それでは質問②に移ります。 

観光政策における、町内経済の好循環を生み出すひとつの手立

てとして夏のシーズンに限定した、白浜海水浴場の有料化に取り

組んでいくのはどうでしょうか。 

生見地区３ヶ所の、町営駐車場は合計２３０台分あり、令和３

年度の総利用台数約２万６千台、総額約２千万円の売り上げがあ

りました。 

白浜駐車場は１７３台分あり、内、海の駅１４台分を除く１５

９台で試算いたしますと、夏のシーズン２ヶ月のうち２０日間満

車と仮定し、料金を１日５００円、料金所に１日４名雇用し、１

人６千円を支払うとして駐車料１５９万円から人件費４８万円

を引くと１１１万円の収入になります。 

収益につきましては、海や自然をテーマにした特色ある教育環
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境づくりや、自然環境整備に活用すればＳＤＧＳにも貢献でき、

移住促進のアピールにもなると考えますがどうでしょうか。 

 

（福島 登 議長） 

大坪産業建設課長。 

 

（大坪 靖幸 産業建設課長） 

廣田議員のご質問にお答えします。 

白浜海水浴場駐車場の有料化へのご提案ですけれども、過去に

は体育後援会が活動費を確保するため、料金を取っていた時期も

ありました。それ以降、観光協会でも自主財源を確保するため有

料化を検討したこともあったようですが、国道５５線の渋滞対策

など懸案事項もあり断念をしたようです。 

本施設を利用される方は、海の駅、キャンプ場、海水浴場の利

用やトイレに立ち寄る方もいらっしゃるかと思います。本町の観

光拠点として不特定多数の方が利用するという観点から、料金収

入の確保以上に、訪れる方への利便性を高めることが得策である

と考えております。 

白浜海岸の駐車場は、隣接するキャンプ場、公衆トイレ等を含

め、高知県立甲浦港海岸緑地公園として高知県から本町が指定管

理者の指定を受けて管理をしておりまして、公園の維持管理にか

かる経費からキャンプ場等の収入を差し引いた費用が指定管理

料として高知県から本町に支払われる仕組みとなっております。

廣田議員の試算による１１０万円の駐車場収益が仮に出たとし

ましても、一部が指定管理料と相殺されるため、全額が町の財源

にはならないと考えております。以上でございます。 
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（福島 登 議長） 

２番、廣田斎史君。 

 

（廣田 斎史 議員） 

収益以外の観点で考えても白浜駐車場で、過去に利用者と地元

住民の間に何度かトラブルがあり、迷惑行為の立て看板の設置

や、地元サーファーの方の見回りや注意喚起もしていただいてい

るようですがなかなか難しいようで、有料化することにより管理

者による監視も可能になり、利用者のマナー向上にも繋がるんじ

ゃないかと考えてます、っていうことです。再問はいいです。 

 

（福島 登 議長） 

再問 

 

（廣田 斎史 議員） 

いや、いいです。考えてます。質問終わります。 

 

（福島 登 議長） 

２番、廣田斎史君の質問が終わりました。 

（質問終了時間：１１時５０分 ） 

ここで昼休憩に入ります。再開は午後１時半です。 

（休憩時間：１１時５０分） 

 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（再開時間：１３時３０分） 
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３番、安岡良仁君の質問を許します。 

件名は、市町村におけるデジタル化の活用方法ついて他４件で

あります。 

答弁者は、町長、担当課長他となっております。 

３番、安岡良仁君、質問を始めて下さい。 

（質問開始時間：１３時３０分） 

 

（安岡 良仁 議員） 

そしたら一般質問をさせていただきます。 

大きく５件ほど、質問をさせていただきます。 

まず、市町村におけるデジタル化の活用方法についてですが、

現在国は、行政機関や市町村などが情報技術を利用して、行政サ

ービスの提供や、業務の効率化を進めております。このデジタル

化には、行政サービスの法律化や利便性の向上、また、財政の健

全化、国民生活の向上など、メリットがございますが、しかしデ

ジタル化には高度の技術や情報セキュリティの確保が必要とさ

れるため、大きな課題も残されております。 

それではまず、(１)の１点目について質問をさせていただきま

す。住民サービスのデジタル化についてでございますが、住民サ

ービスをデジタル化することで、住民がよりスムーズに行政手続

きを行えるようになります。今後、本町ではどのような行政サー

ビスをデジタル化していくのかお伺いをいたします。 

 

（福島 登 議長） 

築地住民課長。総務課長。 

失礼しました。もう３回目です。 
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（築地 仲音 総務課長） 

安岡議員のご質問にお答えさせていただきます。 

今後、本町の住民サービス、デジタル化についてでございます

が、費用対効果を考慮する必要がありますが、住民の方がよりス

ムーズに手続きを行えて利便性があれば、利用率の高いものから

順に、デジタル化し、オンラインでも申請や請求ができるように

したいと考えております。以上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

３番、安岡良仁君。 

 

（安岡 良仁 議員） 

答弁いただきました。本町では今住民票の発行とか、納税証明

書の発行等を今サービスとして行っております。今答弁がありま

したように、利用率の高い住民サービスとはどういうふうなサー

ビスなのか、お伺いをいたします。 

 

（福島 登 議長） 

築地総務課長。 

 

（築地 仲音 総務課長） 

安岡議員の再問にお答えさせていただきます。 

次の質問の回答とも被ってくるんですけども、住民票や印鑑証

明、所得証明が多く利用がありますので、これについてデジタル

化をしております。 
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（福島 登 議長） 

下がってください。 

 

（築地 仲音 総務課長） 

以上です。 

 

（福島 登 議長） 

３番、安岡良仁君。 

 

（安岡 良仁 議員） 

すいません、私の質問の趣旨とちょっと答弁が違うんですけれ

ども、今現在行われている住民サービスが納税証明とか住民票の

発行ということで、今後新たに導入するものとして利便性の高い

ものを導入したいというふうにお答えがありましたので、利便性

の高い住民サービスとは現在どういうふうなサービスなのか、ち

ょっと質問させていただきました。私の答弁とちょっと噛み合っ

てませんので、よろしくお願いします。 

 

（福島 登 議長） 

３回目になります。 

築地総務課長。 

 

（築地 仲音 総務課長） 

安岡議員の再問にお答えをさせていただきます。 

今現在、利用の数も少なくて、住民さんが利用できる分で利便
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性があるものの精査がちょっとできておりませんので、今後検討

していきたいと思います。以上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

３番、安岡良仁君。 

 

（安岡 良仁 議員） 

わかりました。そしたら２つ目の質問に移らせていただきま

す。オンラインでの行政手続きの普及についてでございますが、

市町村が提供する様々な行政手続きをオンラインで行えるよう

にすることで、住民が手続きに必要な時間、また、手間が削減を

されます。本町では、現在、どのようなオンラインの取り組みを

しているのか。ちょっと１問目とだぶるところもあるんですけれ

ども、また、オンライン手続きに関する住民からのフィードバッ

ク、住民の意見をどうやって集約しているのかお伺いをいたしま

す。 

 

（福島 登 議長） 

築地総務課長。 

 

（築地 仲音 総務課長） 

安岡議員のご質問にお答えさせていただきます。 

現在のオンライン手続きの取り組みについてでございますが、

東洋町では、令和５年１月２０日より窓口に出向くことなくスマ

ートフォンやパソコンで住民票や印鑑証明、所得証明を請求でき

るサービスを行っております。 
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住民の方からの意見の収集方法についてでございますが、まだ

サービスが始まったばかりであり、利用件数も多くないことか

ら、意見の収集は行っておりません。以上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

３番、安岡良仁君。 

 

（安岡 良仁 議員） 

それでは３点目の質問に移ります。高齢者へのデジタル化の普

及についてご質問をさせていただきます。 

質問の中の①について、まず１点目でございます。市町村がデ

ジタル化を進める中で、高齢者の方によりよく理解してもらう必

要があります。また、高齢者の方にとってデジタル化が必要な理

由やメリットが十分に伝わっていないのが現状であります。本町

では、なぜデジタル化が必要なのか、高齢者の方々にどのように

伝えていくのかお伺いをいたします。 

 

（福島 登 議長） 

築地総務課長。 

 

（築地 仲音 総務課長） 

安岡議員のご質問にお答えさせていただきます。 

高齢者の方は、デジタルデバイスに興味がない、あるいは必要

性を感じていない方が大半であると思います。デジタル化に対応

しないと行政のサービスが受けられないということではござい

ません。 
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スマホなどをお持ちになられましたら、町の情報などをお届け

しているライフビジョンのアプリをダウンロードするお手伝い

などをさせていただきますので、窓口に来られた際には、ぜひご

相談いただけたらと思います。以上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

３番、安岡良仁君。 

 

（安岡 良仁 議員） 

それでは②を飛ばしまして、③の質問に移らさせていただきま

す。デジタル化による手続きの方法がわかりやすく教えていくよ

うなサポート体制の構築、また、相談窓口の設置などは考えてお

りませんでしょうか。 

 

（福島 登 議長） 

築地総務課長。 

 

（築地 仲音 総務課長） 

安岡議員のご質問にお答えさせていただきます。 

サポート体制といたしましては、現在、相談窓口は設けており

ませんが、今後検討していきたいと考えております。以上でござ

います。 

 

（福島 登 議長） 

３番、安岡良仁君。 

 



１０４ 

 

３番議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

住民課長兼地域包

括支援センター事

務局長 

（安岡 良仁 議員） 

答弁いただきました。相談窓口の設置なども考えていくという

ことでございますが、住民の皆さんからの相談の受け身ではな

く、町から発信するような取り組みを進めていただきたいと思い

ます。 

次に大きく２番目の質問に入ります。少子化対策の取り組みに

ついてでございます。先般、マスコミ等で国は経済成長の実現と

少子化対策を車の両輪とした大きなパッケージを示し、児童手当

の拡充や、子ども誰でも通園制度の創設、また、税に関しては１

０６万円の壁の解消に向けた取り組みが行われると言われてお

ります。こうした状況の中、少子化対策は人口の減少や高齢化に

よる社会問題に対応するために社会全体で取り組んで行かなけ

ればなりません。細かく具体的に言いますと、出産・育児支援策、

経済的な支援策、労働環境の改善、教育環境の整備、少子化意識

の啓発など、いろんな視点で少子化対策の取り組みが行われてお

ります。そこで、現在少子化の取り組みとして町が行っている内

容等についてお聞きをいたします。 

１点目でございます。現在、本町ではどのような出産・育児支

援策を実施をしているのかお伺いをいたします。 

 

（福島 登 議長） 

手島住民課長兼地域包括支援センター事務局長。 

 

（手島 憲作 住民課長兼地域包括支援センター事務局長） 

安岡議員の質問にお答えします。 

東洋町では、結婚してから子どもが成人するまでの間さまざま
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な支援策を実施しております。 

具体的な支援策につきましては、お手元にご用意させていただ

いております資料、タイトルが、出産・育児を応援しますという

資料をご覧ください。 

例えば、妊婦応援事業では、通院等の旅費に相当する経費の支

援や出産日前後の宿泊費の支援、その他では、第１子２０万円、

第２子３０万円、第３子以降では５０万円を支給する出産子育て

支援金や出産後の必要な支援やサービス提供につなげるための

乳児全戸訪問事業など、様々な支援・事業を展開しております。 

なお、これらの支援策につきましては、本町発行の広報誌とう

ようにて、住民にも周知を図っております。以上になります。 

 

（福島 登 議長） 

３番、安岡良仁君。 

 

（安岡 良仁 議員） 

出産・育児の支援策として、今ご説明をいただきました。妊婦

応援事業からいろんな数のメニューがございます。こういったメ

ニューにつきましても、やっぱり広報とかいろんな啓発等やって

いかないと、住民さんが知らないいうこともありますので、こう

いった部分を積極的に進めていただきたいと思います。 

次に２点目でございます。少子化対策による経済的な支援策と

して、本町ではどのような制度、また、どういった手当が提供さ

れているのかお伺いをいたします。 

 

（福島 登 議長） 



１０６ 

 

 

 

住民課長兼地域包

括支援センター事

務局長 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

３番議員 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

住民課長兼地域包

手島住民課長兼地域包括支援センター事務局長。 

 

（手島 憲作 住民課長兼地域包括支援センター事務局長） 

安岡議員の質問にお答えします。 

先ほどの回答と重複いたしますが、妊婦応援事業支援金や出産

子育て支援金のほかに、妊娠１回につき５万円を給付する出産応

援交付金、児童１人につき５万円を給付する子育て応援交付金、

新生児の初回及び再検査の聴覚検査費用を助成する新生児聴覚

検査事業や、その他、不妊治療費等助成事業、妊婦・産婦・乳幼

児の健康診査助成事業、乳幼児医療費助成事業等、様々な支援を

行っております。以上になります。 

 

（福島 登 議長） 

３番、安岡良仁君。 

 

（安岡 良仁 議員） 

よくわかりました。それでは３点目に移ります。少子化意識の

啓発活動ということで、東洋町ではどういうふうな取り組みが行

われているのか、いろんなケースがございます。学校や教育機関

との連携とか、地域住民の参画による協力とかそういった事業へ

の参入による取り組みも含めてちょっとお伺いをします。 

 

（福島 登 議長） 

手島住民課長兼地域包括支援センター事務局長。 

 

（手島 憲作 住民課長兼地域包括支援センター事務局長） 
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括支援センター事

務局長 

安岡議員の質問にお答えします。 

前２問の回答と一部重複いたしますが、啓発活動としまして

は、乳児全戸訪問事業として、乳児のいるすべての家庭を訪問し、

子育て支援に関する情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭

に対しては、適切なサービスを提供しております。 

また、産後ケア事業も実施しており、対象者は出産後１年に達

するまでの産婦及び乳児で、育児につきましての保健指導や授乳

指導、心理的ケア等のサポートを原則３回まで無料で利用できる

事業を実施しております。その他にも、配布しております一覧の

とおり様々な啓発活動を実施しております。以上になります。 

 

（福島 登 議長） 

啓発活動となんかね、答弁が違うような気がするんやけんど。 

３番、安岡良仁君。 

 

（安岡 良仁 議員） 

それでは４点目の方に移らさせていただきます。本町では、少

子化対策における男性の育児参加への取り組みとして、どのよう

な対策を現在考えているのかお伺いをいたします。 

 

（福島 登 議長） 

手島住民課長兼地域包括支援センター事務局長。 

 

（手島 憲作 住民課長兼地域包括支援センター事務局長） 

安岡議員の質問にお答えいたします。 

男性の育児参加につきましては、厚生労働省におけるイクメン
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プロジェクトや、高知県による企業、団体の誰もが仕事と育児を

両立しやすい職場環境づくりの官民協働での取り組みなど、様々

な取り組みや支援が行われているところでございます。 

本町におきましても、子育て応援教室等が開催するイベントや

教室で母親だけではなく、父親にも呼びかけを実施しており、実

際に父親にも参加していただいております。今後におきまして

も、子育てに関するイベントや教室等で父親の参加呼びかけを継

続的に実施してまいりたいと思います。以上になります。 

 

（福島 登 議長） 

３番、安岡良仁君。 

 

（安岡 良仁 議員） 

ありがとうございました。 

それでは５点目の質問に入ります。少子化対策と高齢者対策は

連携して進めていく必要があります。今後、少子化対策と高齢者

対策を進めていく中で具体的な施策等があればお伺いをいたし

ます。 

 

（福島 登 議長） 

手島住民課長兼地域包括支援センター事務局長。 

 

（手島 憲作 住民課長兼地域包括支援センター事務局長） 

安岡議員の質問にお答えいたします。 

極々簡素な言い方となりますが、少子化対策は、子育て支援等

の対策であり、高齢者対策は健康づくりであったり、介護サービ
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住民課長兼地域包

括支援センター事

務局長 

スの充実などが挙げられると思います。 

現時点でこれらを連携して進めていくという具体的な施策は

持ち合わせておりませんが、少子高齢化対策という大きなくくり

で申しますと、高齢者社会を支える若い世代の方たちの定住や人

口の増加を促進していくということは重要な意味を持ちますの

で、少子化対策、高齢者対策、双方ともに重要な施策として、国

や県の交付金や補助事業も有効活用しながら取り組んでまいり

たいと思います。以上です。 

 

（福島 登 議長） 

３番、安岡良仁君。 

 

（安岡 良仁 議員） 

ありがとうございました。 

質問の６番はちょっと削除させていただきまして、最後少子化

７番の質問に移らさせていただきます。 

本町の少子化対策の将来的な展望や今後の方向性について、ど

のように考えているのか、また、将来的に取り組みたい、あるい

は検討している少子化対策があればお聞きをいたします。 

 

（福島 登 議長） 

手島住民課長兼地域包括支援センター事務局長。 

 

（手島 憲作 住民課長兼地域包括支援センター事務局長） 

安岡議員の質問にお答えします。 

少子化対策における将来的な展望につきましては、本町の総合
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議長 

 

 

３番議員 

 

 

 

 

 

 

戦略の基本方針にもございますように、長期的な人口の安定を図

ることが地方創生の重要なテーマであり、少子化対策においても

鍵を握る重要な課題であります。高齢者が多く、若者が著しく少

ないという本町の人口構成を考えていくということは、大変困難

な道のりであると思いますが、総合戦略に掲げる基本目標との整

合性を意識しながら、各課関係機関とも連携を図りつつ、先にご

説明申し上げました、資料にございますような、出産・育児にか

かる支援を更に充実していけるよう取り組んでまいりたいと思

います。そして、今後検討している少子化対策につきましては、

国の交付金事業になりますが、地域少子化対策重点推進交付金の

有効活用ができないか検討を進めてまいりたいと思います。これ

は、結婚・妊娠・出産・育児の切れ目のない支援のための、地域

の実情に応じたニーズに対応する、地域独自の先駆的な取り組み

を行う自治体を支援する交付金事業でございます。以上でござい

ます。 

 

（福島 登 議長） 

３番、安岡良仁君。 

 

（安岡 良仁 議員） 

将来の展望等についてもお聞きをいたしました。 

先般、高知新聞で国が進めている少子化対策が少子化の進行に

歯止めをかけるように役立つのかという世論調査の結果が出て

おりました。結果は、期待しない・あまり期待しないが約６６．

３パーセントでございました。現在町が進めている少子化対策の

中に、いろんな事業、制度がございます。これらの事業が少子化
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議長 

 

 

の進行に歯止めをかけることができるのかどうか、率直な意見、

お考えをお聞きをします。 

 

（福島 登 議長） 

長﨑町長。 

 

（長﨑 正仁 町長） 

安岡議員のご質問にお答えさせていただきます。 

率直的なご質問だったと思うんですけども、確かにですね、子

ども子育てのみの支援をしたとしてもなかなか人口増っていう

のは難しいのではないかなというふうに思っております。これは

私自身だけでは考えられないですけど、将来的にはやっぱり高校

卒業するまでの子育て支援を拡大していきたいということも考

えておりますし、そして今言うように、少子化対策は子育て世代

の支援ばかりではなくて、やはり本町の人口動態というか、人口

の三区分人口の割合からしても、少子高齢化というのは目に明ら

かにわかっておりますので、どうしても生産年齢人口の内の２０

歳から３９歳までの若年女性、この方達をどうやってこの町で暮

らしてもらうのかという支援の方も考えていかなくてはならな

いというふうに考えております。子育て世代の対策だけでは、な

かなか人口というのは、少子高齢化っていうのは解決できないと

いうふうにも考えております。以上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

３番、安岡良仁君。 
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（安岡 良仁 議員） 

大きく３番目の質問に入ります。 

本町の移住者対策についてでございます。現在全国的に移住を

希望している方に対して、移住に関する情報とか魅力を伝えるた

めのセミナー、移住者が仕事を見つけやすい環境づくり、地域の

魅力ある資源を活用し、地域の振興を図るなどの地方創生、また、

人口減少対策を含めた移住促進対策の取り組みが行われており

ます。本町でも、行政報告の中で令和４年度には移住者が３５組

４９名の方が本町に移住をされたとお聞きをいたしました。 

まず１点目の質問でございます。 

本町では、この積極的な移住対策を進めていますが、現在まで

移住対策事業を導入した経緯及び理由についてお伺いをいたし

ます。 

 

（福島 登 議長） 

大坪産業建設課長。 

 

（大坪 靖幸 産業建設課長） 

安岡議員のご質問にお答えします。 

移住者対策につきましては、令和２年３月に改訂いたしまし

た、第２期東洋町まち・ひと・しごと総合戦略に基づき、人口減

少の克服と地方創生を実現するための取り組みのひとつであり

まして、本町の人口ピラミッドの構成を考えますと、今後も人口

減少は避けがたいものとなっており移住対策に限らず、子ども子

育て支援の充実など、国や県が策定しております、総合戦略と整

合性を図りながら進めていくものであります。以上でございま



１１３ 

 

 

 

議長 

 

 

３番議員 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

産業建設課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。 

 

（福島 登 議長） 

３番、安岡良仁君。 

 

（安岡 良仁 議員） 

大坪課長の方からご答弁をいただきました。 

次に２つ目の質問に移ります。この移住者を惹きつけるため

に、特に東洋町としてアピールをしていこうという本町の魅力的

な要素はどんなものがあるのかちょっとお伺いをいたします。 

 

（福島 登 議長） 

大坪産業建設課長。 

 

（大坪 靖幸 産業建設課長） 

安岡議員のご質問にお答えします。 

本町の魅力的な要素はまず、自然豊かな海・山・川がコンパク

トに揃っているところだと思っております。しかし高知県全体が

自然豊かで似た環境の市町村もありますことから、他市町村との

差別化を図る必要があると思っております。その要因となり得る

のが関西圏へのアクセスが良いことであると考えておりまして、

関西圏から訪れるサーフィン客が多い東洋町は、非常に認知度が

高いと考えております。 

また、子ども子育て支援にも積極的に取り組んできております

ので、町内の子育て世帯はもちろん、移住して自然豊かな環境で

子育てをしたい世帯にとっても魅力的な要素の一つと考えてお
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ります。以上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

３番、安岡良仁君。 

 

（安岡 良仁 議員） 

関西圏との交流を深めていくということで、これが東洋町独自

の取り組みだと思っております。そういった移住者対策を積極的

に進めていっていただきたいと思います。 

次に３点目でございます。この移住者対策の実施にあたりまし

て、地域住民や関係者及び関係機関との協力体制はどうなってい

るのかお伺いをいたします。 

 

（福島 登 議長） 

大坪産業建設課長。 

 

（大坪 靖幸 産業建設課長） 

安岡議員のご質問にお答えします。 

関係者でいいますと東洋町特定地域づくり事業バツグン協同

組合は、移住者の相談先ということにもなっております。組合内

での移住者同士の交流や先輩移住者には新しい移住者のサポー

トをお願いしておりまして、これは観光振興協会、あるいは海の

駅内でも同様の取り組みをしております。他にも先輩移住者の移

住サポーターが２名おりまして、移住者のサポートや移住希望者

の相談にのってもらっているところでございます。また、東洋町

に興味がある移住希望者やワーキングホリデーなど、期間限定で
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の就労者へもサポートをしていただいている民間の事業所もあ

ります。 

地域の交流では、集落活動支援センターなぎで地元住民の方と

関わる機会が多く、移住者がなぎを活用し、地域住民に向けて教

室を開き交流をはかっているところでございます。以上でござい

ます。 

 

（福島 登 議長） 

３番、安岡良仁君。 

 

（安岡 良仁 議員） 

すいません、時間は。 

 

（福島 登 議長） 

あと１８分。 

 

（安岡 良仁 議員） 

はい。それでは４点目に入ります。現在、進めている移住者対

策によって、本町の産業など地域経済にどのような影響をもたら

しているのか、具体的にわかれば教えていただきたいと思いま

す。 

 

（福島 登 議長） 

大坪産業建設課長。 

 

（大坪 靖幸 産業建設課長） 



１１６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

３番議員 

 

 

安岡議員のご質問にお答えいたします。 

本町が移住促進のために行っている主な施策としまして、地域

おこし協力隊制度の活用と特定地域づくり事業があります。地域

おこし協力隊は現在、観光振興協会で３名、海の駅で３名が活躍

されておりまして、観光振興協会については昨年度の海上アスレ

チック事業にて売り上げ、利用者数共、過去最高を記録しておる

ところです。また運営委託をしています、野根川オートキャンプ

場についても県内外の利用客から非常に高い評価をいただいて

いるところでございます。また、海の駅東洋町についても地域お

こし協力隊による様々な取り組みの成果もありまして、昨年度の

売り上げが過去最高を記録するなど、本町への観光の誘客が結果

として表れてきてるのではないのかと考えておるところです。 

特定地域づくり事業については昨年度より派遣事業を開始し

ておりまして、現在５名の派遣職員が雇用されております。こう

いった、派遣事業によりまして、人口減少によって問題となって

おります町内事業者の人材不足の解消に役立っており、今後はそ

れぞれの職員が町内での正規雇用や独立、事業継承など目指すこ

とにより町産業が継続可能なものとなることを期待しておると

ころでございます。以上です。 

 

（福島 登 議長） 

３番、安岡良仁君。 

 

（安岡 良仁 議員） 

特定地域づくり事業とか、地域づくり（おこし）協力隊による

活動により、影響をもたらしているとお聞きをしました。こうい
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った２つの団体、事業の中でメリット、良い部分はあるんですけ

れども、デメリットとして考えれるのはどんなものがあるのかち

ょっとわかればお伺いします。 

 

（福島 登 議長） 

大坪産業建設課長。 

 

（大坪 靖幸 産業建設課長） 

安岡議員の再問にお答えいたします。 

やはり今来られてます地域おこし協力隊、それとバツグン事業

の職員の方は県外から来られてる方がほとんどですので、そうい

った方を今後移住から定住へと繋がっていけるか、いくのかどう

かっていうところは今後の東洋町にとっては課題だと認識をし

ているところです。以上です。 

 

（福島 登 議長） 

デメリットやきね。 

３番、安岡良仁君。 

 

（安岡 良仁 議員） 

そういった部分についてもいろんな方面から、デメリットの部

分を改修して進めていっていただきたいと思います。 

次に５点目でございます。本町の移住者対策に向けての改善

点、また、新たな取り組み、また、将来の展望について考えがあ

ればお聞きをいたします。 
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（福島 登 議長） 

大坪産業建設課長。 

 

（大坪 靖幸 産業建設課長） 

安岡議員のご質問にお答えします。 

移住対策に向けての改善としましては、空き家の問題が挙げら

れます。空き家バンクの登録制度もありますが移住者が希望する

物件が見つからない場合や空き家の物件が少ないことから、本町

への移住機会を逃してしまう可能性があると考えております。現

在、東洋町空き家活用促進事業、空き家改修費補助金などの制度

を創設しておりますが、今後はさらに移住者向けの対策強化を図

っていく必要があると考えております。 

将来展望につきましては、地域おこし協力隊制度の活用と特定

地域づくり事業の取り組みを進めることによって、町内で働ける

場所の更なる確保や、移住だけではなく移住してきた後の定住率

の向上を図ってまいりたいと考えております。以上でございま

す。 

 

（福島 登 議長） 

３番、安岡良仁君。 

 

（安岡 良仁 議員） 

将来の展望等もお聞きをいたしました。この移住者対策の事業

ですが、地方へ移住して、また、失敗した方も少なからずいるの

が現状だと思います。原因として、思った以上に利便性が悪いと

か、人間関係が思った以上に大変やったとか、仕事がなく収入が
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減った、生活環境に慣れない、子どもの教育環境がよくない、娯

楽が少ないなど、本町に移住された方が、他の市町村にも移住す

ることも想定されます。また、都会に帰るという方もおられると

思います。こういったことにならないような新しい発想をもって

事業展開を進めていっていただきたいと思います。 

次に、すいません、時間は 

 

（福島 登 議長） 

時間をお願いします。１２分です。 

 

（安岡 良仁 議員） 

すいません。そしたら４番目の質問に入ります。 

マイナンバーカードのトラブル等についてご質問いたします。

マイナンバーカードを巡るトラブルが現在マスコミ等で報道を

されております。本町でも住民の方にマイナンバーカードを作っ

た場合の利便性などを啓発し、カードの発行の取り組みに力を入

れてきたところでございます。昨今、マイナンバーカードを巡る

トラブルがマスコミでいろんな事項が取り上げられております。

今日の高知新聞の朝刊でも、同姓同名の別人にマイナンバーカー

ドが交付され、障害者手帳情報の紐付けなどのミスなどが多発を

しております。このようなマスコミ報道の中、特に高齢者の方な

どはマイナンバーカードを作ったが、不安と心配が危惧をされま

す。そこで１点お伺いをいたします。 

本町では、マスコミ等で報道されているマイナンバーカードに

関するトラブル等がなかったのかお聞きをいたします。 
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議長 

 

（福島 登 議長） 

田岡住民課長補佐。 

 

（田岡 伊織 住民課長補佐） 

安岡議員のご質問にお答えいたします。 

本町において、現時点で、マイナンバーカードに関するトラブ

ルがあった、また、トラブルに巻き込まれた、という情報はござ

いません。以上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

３番、安岡良仁君。 

 

（安岡 良仁 議員） 

２つ目の質問に移ります。 

マイナンバーカードに紐づけられた公金受取口座の当面利用

停止などの措置を行っている全国では市町村もございます。ま

た、この月曜日の高知新聞でもマイナンバーカードの一本化の延

期や、撤回を求める声が６０歳以上の方で７８．４パーセントに

上っております。これは、デジタル機器に不慣れな高齢者の間で

懸念が広がっている状況として考えられます。このような状況の

中、本町では、マイナンバーカードに関するトラブル対策として、

今後どういった取り組みを行い、対処していくのかお伺いをいた

します。 

 

（福島 登 議長） 

田岡住民課長補佐。 
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（田岡 伊織 住民課長補佐） 

安岡議員のご質問にお答えいたします。 

本町では、現時点において、公金受取口座の登録サポートの際

に、本人以外の口座を誤登録したといった事例は発生しておりま

せん。 

取組の事例といたしましては、本人名義の口座でないと登録が

できないことをしっかりとお伝えをいたしまして、職員にもサポ

ート時の手順を徹底して取り組んでおるところでございます。例

えば、本人による端末操作が困難な場合は、本人の目の前で確認

をしていただきながら、誤登録等がないようサポートし、登録作

業が終わった後のログアウトの作業なども徹底して行っておる

ところでございます。以上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

３番、安岡良仁君。 

 

（安岡 良仁 議員） 

そしたら３番目の質問に移ります。保険証の現在紙ベースでご

ざいますが、これは原則、来年の秋には廃止し、マイナンバーカ

ードの一本化がされることとなるというふうに国の報道等でも

言われております。そうすれば発行されている紙の保険証は、使

えなくなるのか、また、このマイナ保険証で現状とどういったと

ころが変わってくるのか、高齢者の方が聞いてもわかるような具

体的な説明を求めます。 
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（福島 登 議長） 

答弁時間の確認を。１１分です、答弁時間。 

田岡住民課長補佐。 

 

（田岡 伊織 住民課長補佐） 

安岡議員のご質問にお答えいたします。 

議員ご指摘のとおり、２０２４年、令和６年の秋以降、新規の

保険証は発行されません。その後の経過措置といたしまして、お

手元の保険証は最長で１年間使用することができます。 

なお、カードがない方などにつきましては、申請により本人の

被保険者情報などを記載した、資格確認書が無償で交付され、従

来の負担割合で、引き続き医療機関を受診することができます。 

また、マイナ保険証で何が変わるのかとのご質問ですが、過去

に処方された薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師が共有する

ことにより、データに基づく最適な医療が受けられるようになる

ことや、転職や転居等により保険証の切り替えや更新が不要にな

ること、限度額適用認定証等がなくても限度額を超える支払いが

確実に免除されること、などが検討されているようでございま

す。以上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

３番、安岡良仁君。 

 

（安岡 良仁 議員） 

答弁いただきました。次に５つ目の大きい質問に移らさせてい

ただきます。 
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今回、東洋町債権管理条例１５条１項の規定により、住宅使用

料など３件、金額で３７７万７８０円の債権放棄の報告がござい

ました。この町の債権放棄について４点ほどお伺いをさせていた

だきます。 

まず１点目でございます。町営住宅に住む入居者が経済的な困

難な状況に直面し、家賃の支払いが払えなくなった場合、最終的

な判断として債権放棄は、入居者の支援策にもなります。 

本町においても、今回２４７万３６００円の債権の放棄がされ

ておりますが、現在この町営住宅の家賃の収納状況についての現

状をお伺いをいたします。 

 

（福島 登 議長） 

田岡住民課長補佐。 

 

（田岡 伊織 住民課長補佐） 

安岡議員のご質問にお答えいたします。 

令和４年度決算見込みにおける、町営住宅使用料の現年度分収

納率は９４．４６パーセントで収入未済額は４１万２６５０円、

滞納繰越分につきましては、収納率は２３．９７パーセント、不

納欠損額２４７万３６００円で収入未済額は１１０万２１８０

円でございます。 

一般住宅使用料につきましては、現年度分収納率は９７．０８

パーセントで収入未済額は２万円、滞納繰越分の収入（収納）は

ございません。収入未済額は４９万２千円となっております。以

上でございます。 
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（福島 登 議長） 

３番、安岡良仁君。 

 

（安岡 良仁 議員） 

現在町営住宅の家賃の収納率が９４．４６パーセントというこ

とで、かなり高い収納率になっております。ですが、現在まで多

額の滞納等があり、今回債権放棄の２４７万３６００円にも繋が

ったわけです。この債権放棄に至るまでには、東洋町の管理条例

の規定により、毎月末までに納付しない者があるときは町長は期

限を指定して督促をしなければならないと規定されております

が、条例のとおり督促をされていたのかちょっと１点だけお伺い

をいたします。 

 

（福島 登 議長） 

安岡さん再問ですか。 

 

（安岡 良仁 議員） 

再問です。 

 

（福島 登 議長） 

再問ですね。 

田岡住民課長補佐。 

 

（田岡 伊織 住民課長補佐） 

安岡議員の再問にお答えをいたします。 

督促状の発行につきましては、条例に基づきまして適切に発行
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しております。以上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

３番、安岡良仁君。 

 

（安岡 良仁 議員） 

２つ目の質問に入ります。 

債権放棄の判断は、公平性と均等性を尊重する必要がございま

す。入居者の間での不公平感や不均等な扱いを避けるため、明確

な基準が必要でございます。本町の債権放棄の具体的な判断基準

についてお伺いをいたします。 

 

（福島 登 議長） 

築地総務課長。 

 

（築地 仲音 総務課長） 

安岡議員のご質問にお答えさせていただきます。 

債権管理条例及び施行規則に基づき、公平性と均等性を保ち、

債権放棄を行っております。具体的な判断基準としまして、同条

例（条例第１２条）、第１項第１号では、債務者が生活保護法の

規定による保護を受け、またはこれに準ずる状態にあり、資力の

回復が困難で、当該債権について、履行の見込みがないと認める

とき。また、第１項第３号では、債務者の所在が不明であり、か

つ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超

える（超えない）と認めるとき、その他これに類するときなどが

徴収停止の基準となっております。徴収停止から１年以上を経過
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してもなお履行されることが著しく困難、または不適当であると

認めるときに債権放棄を行っております。以上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

３番、安岡良仁君。 

 

（安岡 良仁 議員） 

具体的な事項についてお聞きをいたしました。生活保護の世帯

の方、また、所在不明の方とか聞きました。他に破産等による免

責とか生滅時効、相続人不存在については債権放棄の判断基準に

なるでしょうか。お伺いします。 

 

（福島 登 議長） 

再問ですね。 

 

（安岡 良仁 議員） 

はい、再問です。 

 

（福島 登 議長） 

築地総務課長。 

 

（築地 仲音 総務課長） 

再問にお答えさせていただきます。 

全てにおいて基準を説明させていただいたわけではありませ

んでしたので、第１項第３号によりますと、その他の理由としま

しては債権金額が少額で取り立てに要する費用に満たないと認
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めるときなどがございまして、すいません、ちょっと精査できて

おりませんので、法人である債務者がその事業を休止し、将来そ

の事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることが

できる財産の価格が強制執行･･･すいません、だぶっているかも

しれませんけれども、すいません、答弁になってないですけど申

し訳ございません。失礼いたします。 

すいません、再度お調べしてご報告させていただきます。 

 

（福島 登 議長） 

３番、安岡良仁君。 

 

（安岡 良仁 議員） 

ありがとうございました。それでは３点目に移ります。 

本町の債権放棄に関する意思決定は、どのように行われている

のかプロセスについてお伺いをいたします。 

 

（福島 登 議長） 

築地総務課長。 

 

（築地 仲音 総務課長） 

安岡議員のご質問にお答えさせていただきます。 

まず、債権管理委員会設置要綱第６条の規定によりまして、作

業部会で調査をし、債権管理に関し必要がある資料の収集、台帳

の作成を行います。次に、債権管理委員会設置要綱第２条の規定

によりまして、債権管理委員会におきまして、作業部会から提出

されました台帳を基に、債権の処理に係る審議を行います。出席
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した委員の過半数の賛成で、徴収停止や債権放棄などの決定を行

います。債権放棄の手続きとしましては、施行規則第１４条の規

定により債権放棄に関する調書を作成いたしまして、施行規則第

１５条の規定により議会へ報告を行っているところでございま

す。以上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

３番、安岡良仁君。 

 

（安岡 良仁 議員） 

ご丁寧な答弁ありがとうございました。 

最後に４点目でございます。債権放棄は、債権者の利益とリス

クのバランスを考慮した決定でございます。損失だけでなく、他

の要素や利益も考慮されますが、債権放棄による損失は、町にと

っても直接的な財源の損失にも繋がります。今後、財源の確保の

観点から町としてのお考えをお伺いをいたします。 

 

（福島 登 議長） 

築地総務課長。 

 

（築地 仲音 総務課長） 

安岡議員のご質問にお答えさせていただきます。 

財政健全化を図るため、東洋町債権管理条例及び施行規則に基

づき債権の整理を行っております。住宅新築資金等貸付事業で

は、昭和６１年度に貸付事業を終了しておりますが、債権の回収

は進んでおりませんでした。同条例が平成２９年４月１日に施行



１２９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７番議員 

 

 

されたことによりまして、住宅新築資金等貸付金では、平成２９

年度より、また町営住宅使用料では平成３０年度より債権の整理

に取り組んでまいりました。 

債権放棄による損失は、財源の損失でございます。住宅新築資

金等貸付金では、法的な手続きをとり、回収不能と認められた債

権については、国から４分の３の補助をいただいております。今

後につきましては各課におきまして、債権にならないような対策

を考え、取り組んでまいりたいと考えております｡以上でござい

ます。 

 

（福島 登 議長） 

３番、安岡良仁君の質問が終わりました。 

（質問終了時間：１４時３３分） 

ここで休憩します。再開は２時４５分です。 

（休憩時間：１４時３３分） 

 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

７番、田島毅三夫君の質問を許します。 

件名は、人口減少を防ぐ、各課の対応策を聞く、他６件であり

ます。答弁者は、町長、担当課長他となっております。 

７番、田島毅三夫君、質問を始めて下さい。 

（質問開始時間：１４時４５分） 

 

（田島 毅三夫 議員） 

前段の同僚議員と比べて内容が軽くてすいません。よろしくお

願いします。 
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１番目の人口減少を防ぐ、各課の対応策を聞くということで１

点お聞きしたいと思います。 

６月の庁議の議題の１番に人口減少問題の解消へ向けての各

課の取り組みが提示されておりましたね。町長の方から。各課の

取り組みや進捗状況をお聞きしたいと思います。 

（自席より：カメラ撮られてにっこりわろたんよ。） 

（自席より：笑いすぎ） 

 

（福島 登 議長） 

長﨑町長。 

 

（長﨑 正仁 町長） 

それでは田島議員の質問にお答えをいたします。 

確かに、６月の庁議では、人口減少問題の解消に向けて各課に

取り組んでもらいたいということを明記しておりましたけれど

も、その先で取り組んでもらいたいことがあるということをお伝

えしましたけど、まずは、６月１日付で大きな人事異動をしたこ

ともありまして、まずは新体制の中で通常業務に集中するように

ということを伝えたのみで終わっております。以上でございま

す。 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

再問です。確かにそういうことでドタバタガタガタしちょった
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７番議員 

 

のはわかります。しかし町議以後、今日まで約２０日間過ぎてる

んですよ。では７課のうちどこか１箇所でもどこかやってたらそ

れを教えてもらいたい。また今後の全課の予定を聞きたいと思い

ます。町長の方からお願いします。 

 

（福島 登 議長） 

長﨑町長。 

 

（長﨑 正仁 町長） 

田島議員のご質問にお答えをいたします。 

今どうしても自分の掲げる公約については自分の思いも確か

に伝えてはいかなきゃいけないんですけども、やっぱり関係機関

とか関係者とのご意見とか調整とかが必要ですので、今のところ

は、先日１６日でしたか、会期中に教育委員の方々と教育行政に

ついての意見交換をさせていただいております。他にもちょっと

ずつは伝えているんですけど、まだ具体的には各課の方には伝え

ていない状況ですけども、今後各部署とのヒアリングを行いまし

て、まず現状の把握をして、それから取り組んでもらいたいこと

を具体的にお伝えしまして、各施策に各部署で取り組んでいただ

きたいというふうに考えております。以上です。 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

今前段の議員がだいぶこういうこと質問されたんですよね。ほ
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んとにこの少子高齢化、人口減少に対する行政の取り組み方が全

く私には見えないんですよ。そういう意味からお聞きしたんです

けども、今後なるべく早く対応してもらいたいと思います。 

それから人口増加の、２つ目に入ります。人口増加の原点とい

うことで、１点お聞きしたいと思います。 

人口減少防止には、子ども子育て支援も大事ですよね。先ほど

だいぶいろんな子どもさんに対する補助が出ておりました。そう

いうことも非常に大事ですけども、まず、未婚者対策が最優先さ

れなければいけないというのが私の持論なんです。出会いの機会

の少ない適齢者に、民間仲人性を立ち上げて、１件いくらかの報

奨金を出して見合わせ、カップルには祝い金を贈って未婚者数の

減少を図ろうではないか。もう何十回も言うてきたんです、この

ことはね。もう一度、新しい町長になられたもんで、町長の方に

お聞きしたいと思います。 

 

（福島 登 議長） 

長﨑町長。 

 

（長﨑 正仁 町長） 

田島議員のご質問にお答えをいたします。 

約１０回目くらいの提案ということですけれども、私も、おっ

しゃるように独身の方を結婚へと結びつけるためのアプローチ

っていうのはすごく少子化対策のために重要と思っております

けれども、町内における仲人制度っていうことの立ち上げってい

うのは考えてない、おりません。 

今の男女の出会いの機会の創出っていうのは、それでこそ民間
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の、出会いのマッチングサイトとかってわかりますか。 

（自席より：半分わかる） 

インターネット上でね、やるんですけども、あるいは、会員制

の結婚相談所っていうのが今では主流というふうに私は考えて

おりますので、それが田島議員の言う、民間の仲人制にあたるも

のというふうに思っております。 

昔は、地域の世話人の方が仲人として活躍をしていたというこ

とは聞いておりますけれども、今の時代、出会いを求める男女に

とりましては、仲人にあたる方がまったくの第３者の方が気兼ね

なく相談をできて、スムーズに話が進んでいくんではないかなと

いうふうに思っております。ご質問の趣旨のとおり、子どもを増

やしていく、そのためにはまず、町内でカップルが誕生すること

はとても大事なことだと思います。少子化対策として、カップル

誕生時の支援については考えていきます。以上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

こういう答弁やったら１１回目もやらんといかんですね。どう

言いますか、私は制度という言い方使ったんですけれども、要す

るに町の住民さんの誰でもいいんです。要するに顔の広い方、親

戚が多い人、誰でもかまん。要するにその方が誰かを紹介すると

いう形、その人に対して報奨金を出してあげると。ほやきになに

も会を作って、そういう堅苦しいものを作れということではない

んです。今までのようにただ、ほやきにほういうことでなくただ
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報奨金を出してあげるというだけの決定をお願いできたらとそ

う思って、町でね。もし見合いをさしてそれがまとまったら、今

言うように報奨金を出すと、それだけのことなんですよ。それが

できないとなれば仕方ありませんね。答弁があればもう一度もら

いたいが無理かい。同じ答弁？ 

 

（福島 登 議長） 

田島さん再問ならね、立つときに再問しますと言うてからやっ

てください。再問ですか。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

再問やったけんど返事がないんで終わります。 

二つ目の質問に入ります。三つ目です。 

 

（福島 登 議長） 

三つ目ですね。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

特殊技術者の育成・要旨の必要性ということでね、私も左官し

ておりました。ほんで大工、左官の人らもたくさんおりましたが、

帰って４０年の間にほとんどいなくなりましたね。そういう意味

から含めて、左官さんや大工、船大工も含みますよ、そういう船

舶ドックや機械修理などの特殊技術者が減少して、後５年もたて

ば町外業者に依存することになると、そういう状況に追い込まれ

ております。町発展・振興による人口増加策を掲げるなら、至急、

手を打って、後継者育成に取り組むべきであると、これは私の持
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論です。そのためには、見習い期間や独立後、仕事の切れたとき

には、町の仕事をしてもらうとか、生活支援の失業対策を行うと

か、そうして技術職人のなり手も増やしていかなければならな

い。そう考えております。それが引いては人口増加に繋がると思

うんですが、町長の考えをお聞きしたいと思います。 

 

（福島 登 議長） 

大坪産業建設課長。 

 

（大坪 靖幸 産業建設課長） 

田島議員のご質問にお答えいたします。 

過去の答弁にもありましたように日本全国で技術者の後継不

足と言われているなか、本町が独自で育成に取り組みを進めてい

くよりも、国や県などの支援、職業訓練学校などの制度を活用し

ていただく方が良いのではないかと考えております。以上でござ

います。 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

何年か前に、農協の組合長が代わったときに組合員の目線にな

って組合を変革していくと、公約しました。一緒なんですよ。も

う目線ではなくて、住民さんが今どうなっているか、町はどうな

っているか、そこに全く行政から目が向いていない。その住民一

人一人の個々の立場に立ったそういう目線が全然ない。そういう
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ことで毎回のようにこういう答弁が出るんです。今現に本当に町

はどんなんなってるか知ってますか。大工さんらがいなくなって

るんですよ。家どこに建ててもらうんですか。修理どこでしても

らうんですか。そういう機械修理もなにも全然そういう技術者が

いなくなってる。そういうことに対してあっちやこっちや言いよ

うけども、行政が自分くの町のことなんですから。自分くの町は

自分たちで守るというそういう気合いで対応してもらいたい。も

う一度答弁があればお聞きしたい。 

 

（福島 登 議長） 

田島さん、先ほども申し上げましたが、立つときに再問なら再

問と言って始めてください。 

（自席より：了解。はい。） 

長﨑町長。 

 

（長﨑 正仁 町長） 

田島議員の質問にお答えをいたします。 

先ほど担当課長の方からの答弁でもありましたように、なかな

か本町で後継者を受け入れて研修をするというのは、なかなか現

実的ではないのかなというふうにも思っておりますけれども、今

移住促進の対策をやっております。大工をはじめとする職人の人

材不足のご指摘なんですけども、本町の移住促進の中で取り組ん

でいくことも一つの解決方法じゃないのかなと思います。迎える

ことができましたら、田島議員の言うように大工には民間の仕事

もできますし、町の仕事も請け負ってもらうっていうこともでき

ます。実際に先日６月１１日の移住フェアの中でも大工の方が東
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町長 

洋町を移住先として選択肢に入れているという報告を受けてお

ります。そしてこの繋がりを、まだ決めてないんですよ、決めて

ないんですけど、その選択肢の中に入れていただいてるこの繋が

りを途切れないようにということで、移住が実現するように努力

をしていきたいというふうに考えております。以上でございま

す。 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

再問です。今町長から初めて聞きました、その話は。大工さん

という特定指定されたそういう希望者だったというのは今初め

て聞いてほら喜んでおりますが、どうでしょう、それであったら

その今言うふるさと応援隊なりそういう移住希望者に対して、大

工さんや左官さんやこちらが職業を出して、こういう方に来ても

らいたいというように広報したらどうですか。アピールを。その

方が集まりやすいと思う。そうなったら今まだ大工さんがおりま

すから、その人らが親方になってね、いろいろ教えてもらえるき

に、今のうち。もう何年かのうちやと思ってます。それ、はい、

と言ってもらいたいと思います。 

 

（福島 登 議長） 

長﨑町長。 

 

（長﨑 正仁 町長） 
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田島議員の質問にお答えします。 

以前、徳島県の神山町に一緒に行かれましたよね。あそこでグ

リーンバレーっていうところが、移住の当時最先端というか施策

をしてたんですけども、今はどのような方でもっていうことで移

住促進を進めておりますけれども、将来的にはそういった職種と

か、うちの町の中で都会にあってもここにはない職業っていうの

は他にもありますので、そういうものに特化したっていうような

取り組みっていうことも考えられますので、全否定ではございま

せん。以上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

これで今後一切この話はいたしません。 

四番目の質問に入ります。観光立町への展望ということで５点

お聞きしたいと思います。 

１番目として、白浜海水浴場砂浜の雑草の削除の件についてお

聞きしたい。町長所信には、観光立町を目指すとそういうことが

載っておりましたね。まず、毎年増加して、素足の海水浴客を悩

ませております、白浜に一面に青い草が生えてるんですけども、

これは聞いたら浜昼顔とかなんとか名前言うてましたね。とげが

あって痛いです。その雑草の根絶を要請するという質問でござい

ます。根が深いため、上側を抜いてもまた同じようにあくる年か

らまた生えてくるんです。そこでできれば夏までに大型ユンボで

１メーター、１メーター５０ぐらいですかな、そこまで掘り抜い
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て、根絶させようという提案でございます。 

雑草の分別処理に手がいるようでしたら私たちもいきますの

で。今年は海運さんが無料でやってくれたということで、まだ一

部残ってますね、しかし。あれをどうでしょう、町がやってもら

いたいがいかがでしょうか。お聞きしたいと思います。 

 

（福島 登 議長） 

大坪産業建設課長。 

（自席より複数人発言あり） 

（自席より：なになになに） 

 

（大坪 靖幸 産業建設課長） 

田島議員のご質問にお答えいたします。 

先ほど議員の方からも町内の土木業者、甲浦海運の方が白浜海

岸全体のボランティアを５日間になりますけれども、清掃してい

ただいたということで、７月１日の海開き、また、夏場の観光シ

ーズンを迎えるにあたりまして、大変感謝をしているところでご

ざいます。先ほど議員が言われました、一部残っている部分につ

きましては、遊具の設置する予定があるので、そこの場所を決め

ているから今回はそこを除いた部分で清掃したということをお

聞きしております。以上でございます。 

（自席より：答弁になっていない） 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 
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議長 

 

 

７番議員 

（田島 毅三夫 議員） 

今年はそれでいいんです。今年はね、あれまでやってくれてる

んですから。うちが言っているのは来年です。来年からかっちり

と絶滅させるね、そういうことをお聞きしてるんですよ。もし答

弁があればお聞きしたい。 

 

（福島 登 議長） 

再問ですか。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

再々問かな。 

 

（福島 登 議長） 

大坪産業建設課長。 

 

（大坪 靖幸 産業建設課長） 

田島議員の再問にお答えいたします。 

来年度につきましては、また来年度きましたら検討していきた

いと思います。以上です。 

（自席より：はははははは。はいはいはいはい。･･･が楽にな

るな） 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫 議員） 
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それでは四番目の２つ目の質問に入ります。展望台の設置とい

うことで１点お聞きしたいと思います。確かに他所から来たらき

れいきれいと言うて評判がいいです。この東洋町は。そういうい

くら景色がよくても、展望台がなかったら本当にもうただ素通り

という形で終わってしまうんです。東洋町の思い出とリピーター

を増やすためにも、展望台をどうしても作らなければいけない、

こう思っております。白浜人工地盤の屋上にまず今年はパラソル

付のテーブルと椅子を置いて、来た方々にうんと浜を見てもらお

うではありませんか。どうですか、その人工地盤の上の展望台利

用、活用。それをまず１点お聞きしたい。また、白浜、生見周辺

の展望台、山の上とか高台に展望台を作って他所の町から来た

人、県外町外の人がここはきれいなー、と思ってまた来ようとい

う形になるような展望台を作ってもらいたい。どうでしょうか、

町長のお考えを聞きたいと思います。 

 

（福島 登 議長） 

大坪産業建設課長。 

 

（大坪 靖幸 産業建設課長） 

田島議員のご質問にお答えいたします。 

これも過去の答弁と同様となりますけれども、白浜の人口地盤

の屋上にパラソル付きのテーブルと椅子を置いて開放をという

ご提案ですが、今のところ、人工地盤は風が非常に強く、パラソ

ル付きのテーブルなどは風に弱く危険であるため、町が設置して

管理する考えは、現在はありません。また、白浜、生見周辺の展

望台の設置についてですが、すこし候補地は違いますけども、甲
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浦灯台、唐人ヶ鼻の跡地を令和４年度に購入をいたしております

ので、今後その土地を観光公園及び津波避難場所について整備を

行うことを計画しております。以上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

そういう答弁でございます。宝の持ち腐れですよ。こんだけの

景色があってね、お客さんが来て、パラソルが風で飛ぶんやった

らパラソル退けてもかまいません。椅子とテーブルだけを置いち

ょってください、ほんなら。それでかまいませんか、やってくれ

ますか。 

 

（福島 登 議長） 

田島さん、再問のときは再問てもう何回も僕も言いますんで

ね。再問ですね。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

（自席より）再問です。 

 

（福島 登 議長） 

大坪産業建設課長。 

 

（大坪 靖幸 産業建設課長） 

田島議員の再問にお答えいたします。 
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人工地盤の屋上の方には、僕の記憶が正しければなんですが、

ベンチを置いてあると記憶をしております。以上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

見てきてくださいほんなら帰りにでも。ほんまにほんなことば

っかり言うて。 

４つ目の質問に入ります。 

 

（福島 登 議長） 

４つ目。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

４番です。ごめんなさい。 

 

（福島 登 議長） 

３番やね。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

四番の３番です。そこに入ります。もうほんまにこら。 

町八景の制定と観光振興ということで１点提案したいと思い

ます。私たちの町、甲浦の歴史看板というのをうちは作ったんで

すよね、ホテルの入り口、停留所の横にね。それが本当に人の話

から聞きますと、本当にたくさんの人が見てくれて評判が良いよ
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うです。私も何人か見て下さってる方と話をしたんですが、ほん

とに喜んでもうております。どうでしょうか、ああいうものを野

根地区にも１つ設置してはどうかなという提案でございます。甲

浦だけでなくてね。また、町内外に募って、甲浦及び野根８景を

選出して、選んでですね、看板を立て、町の景観や文学碑などの

説明入り案内を作成し、案内板ですね、作成し、汽車バスの客や

県外客に配布し見学してもらってはどうかという提案でござい

ます。よろしくお願いします。 

 

（福島 登 議長） 

大坪産業建設課長。 

 

（大坪 靖幸 産業建設課長） 

田島議員の質問にお答えいたします。 

令和２年度に県の補助金を活用しまして、主要な観光施設、こ

れは６か所になりますけども、観光案内板を設置しております。

また本町の観光パンフレットを海の駅や観光振興協会に置くこ

とによって、県外客などに多くの方に手に取ってもらえるような

取り組みをしているところでございます。さらにはスマートフォ

ンに対応した観光案内にも注力をしているところでございまし

て、野根の方にも１か所桜並木の所に観光案内板を設置しており

ます。以上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 
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（田島 毅三夫 議員） 

本当に大坪さん、あなたたちはこの町を変えていくという考え

はあるんですか。今の答弁ずっと聞いておりまして。どこにある

んですか、そういう海の駅の白浜の有地にあるああいうような大

きな看板が。６か所もあると聞きましたがどこですか、言うてく

ださい。あとでまた終わってから聞きにいきますが。 

 

（福島 登 議長） 

いや、答弁もうてくださいよ。ありますよ。再問ですか。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

再問します、ほんなら。 

 

（福島 登 議長） 

再問ですか、はい。 

大坪産業建設課長。 

（自席より：甲浦地区ね、甲浦地区） 

 

（大坪 靖幸 産業建設課長） 

甲浦地区につきましては５か所、野根地区に、正式に言います

と、甲浦に４か所、生見に１か所、野根に１か所です。 

（自席より：場所言うてください） 

場所につきましては、白浜海岸、甲浦港、甲浦駅、あ、すいま

せん、生見が２か所になります。役場本町の前の高速バスの乗降

場、それと生見の駐車場、そこで５か所ですね。で、野根の二本

松付近に１か所。合計６か所を設置しております。 
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（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

再々問やね。どんなんですか、私が言うてるのは、ああいうか

ちっとした堅いね、畳一畳敷きぐらいあるような大きなああいう

看板のことを言うてるんです。ただここはこういうという説明だ

けでなくてね。そういう意味での案内板、そういう質問です。そ

れを見たら、例えば甲浦の歴史はあの看板をみたらそれで一目瞭

然でわかる。喜んでくれています、お客さんが。そういう形のも

のがあるのかと聞いてるんです。まあほれはまた話し合いしまし

ょう。しかしもうほんまに 

 

（福島 登 議長） 

ちょっと待ってください、田島さん。再々問じゃなかったんで

すか。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

再々問よ。ほんで次･･･ 

 

（福島 登 議長） 

答弁いらないんですか。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

ほんなら今再々問まだちょっと待って、ほれでもうちょっと続



１４７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

 

 

 

 

けらしてください。再々問続けらしてください。 

私この間も役場の方と話し合いしてから担当課の職員さんに

来て見てもらいましたけども、アソズの土佐日記公園のね、遠望

ということで見てもらいました。桜や藤や美しいアソズの土佐日

記公園というのは、今私たち作ってるんですけども、未来会で。

休憩所のテーブルから見る甲浦湾の眺望の美しいこと。みなさん

知ってますか、知りませんか、いっぺん見てください。八景の一

つとしても十分に美しいと思うんですよ。担当職員も納得して写

真を撮って 

 

（福島 登 議長） 

田島さん、再問は答弁に対しての再問になりますよ。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

そうですよ、ほんでほらそこだけ 

 

（福島 登 議長） 

答弁は８か所の看板があるという答弁やったですよね。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

そういうんじゃなしに、看板の内容について言いよるんです。

ただ小さい内容ではだめですから、こういうわかりきったね、か

ちっとした説明を入れてもらいたいということを今言っている

んです。 

（自席より発言あり） 
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（福島 登 議長） 

再問は答弁に対する再問なんでね。それはもうかちっと僕もし

ていかないかんと思いますよ。答弁は何箇所のどこにあるという

ことしか述べてません。再問にはならんので、次にいってくださ

い。 

４番目ですか。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

これを先やっちょいたらよかった。 

 

（福島 登 議長） 

はい、４番目に移ってください。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

ほんまにだぁ。４番目、町の顔、国道の整備ということで１点

お聞きしたいと思います。 

由岐から阿武までの県道２６号線、これは徳島県です、の沿道

両側が、雑草や雑木が綺麗に刈られてね、本当に見事に整備され

ておりました。見てもびっくりするぐらい、感激するぐらいの。 

本町も、国道は国に、個人所有地は町が負担して、本町国道の

両サイドの雑木や雑草をきれいに刈上げて、観光で立つ町の顔と

して売り出そうではありませんかという質問です。答弁お願いし

ます。 

 

（福島 登 議長） 

大坪産業建設課長。 
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（大坪 靖幸 産業建設課長） 

田島議員のご質問にお答えいたします。 

基本的には、土地等の所有者が管理・整備することが前提だと

思います。しかし道路で通行車両などに影響が出る場合、その範

囲内で町としては対応する必要があると考えております。以上で

ございます。 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

再問です。甲浦の国道知ってますね。今生見坂が半分今刈り上

げしました。その結果、生見のサーフィン場が全貌が見えるよう

になっておりますね。あれも私がもう何回も言うて言うてやっと

前の町長が腰上げてくれてあそこまでやってくれましたね。そう

いうことを踏まえてやっぱりほのみんなが力を合わせて、自分達

の町を美しくしていくというね、そういう心構えにならなければ

いけない。そう考えております。町長の行政報告では、２０２０

年東京オリンピックへのプレ大会としてというサーフィン大会

が開催されたと。今度のサーフィン大会への集客を期待すると報

告がありました。この国道の両側の雑草・雑木の除去をですよ、

例えば今まで見えなかった生見の浜が全部見えるように、それか

らあそこのトンネルありますね、あれは生見トンネルか、坂トン

ネルか、あそこの奥のところです。あの両側にしてもあれやっと

国道にお願いして切ってもらいました。その結果、海が全部見え
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るようになったんですよ。あそこまで全くトンネルのようになっ

て木が生えて、海が見えなんだんですから。そういうことをもっ

とやっぱり真剣に考えていかんと。自分たちの町をあのようにや

っていこうということで。そして住民さんの持っている民地のと

ころは住民さんにお願いして刈らしてもらうと、町が。それから

あそこの両脇にあります、ガードレールの２メーターぐらいまで

向こうっかわ全部きれいに刈って、こちら側の擁壁の上のフェン

スまで刈ってしまうと。それをずーっと甲浦のトンネルから野根

の漁協の上まで国道の両方きれいに刈って、住民さんに県外のお

客さんに提供すると。こらね、どんなアピールするよりも 

 

（福島 登 議長） 

田島さん、簡潔にやってください。あのね、再問の趣旨がね、

もうわからなくなります。簡潔に再問をやってください。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

どうでしょうか町長、そういう形の伐採を行いませんか。ほん

で町を変えていきませんか。 

 

（福島 登 議長） 

再問です。 

（自席より：大きな声で言い） 

執行部答弁を。 

（自席で話し合い） 

（自席より：議長、大きな声で） 

今調整中ですので、ちょっと待ってください。 



１５１ 

 

 

 

産業建設課長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大坪産業建設課長。 

 

（大坪 靖幸 産業建設課長） 

田島議員の再問にお答えいたします。 

先ほど田島議員の方から言われました内容につきましては、ま

た役場の方で検討していきたいというふうに考えております。以

上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

以前役場の職員さんから、検討とはしないということです、と

こう聞いたことあります。そうならないようにしっかりと検討し

て実行してください。 

５つ目の質問に入ります。町民の磯の解放ということで１点お

聞きしたいと思います。 

禁漁区規制が厳しくなっております。磯から人がいなくなって

おります。これでは、宝の持ち腐れであります。四季おりおりの

住民さんや町外観光客の楽しみも無く、生えた海藻や磯物も放置

されております。灯の消えた磯から、昔のように、家族で、また

友人らと町外観光客も交えて、弁当を持って磯へ行き、潜ったり

石を剥ぐって磯物や海藻を取って焼いて食べようではありませ

んか。また、スマホの普及で、自然とのつながりが薄くなった子

供たちには、故郷の思い出となるように、漁協と相談の上、漁業

者の邪魔にならない磯を解放した、体験型観光で町振興を図ろう
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という提案でございます。町長の考えをお聞きしたいと思いま

す。 

 

（福島 登 議長） 

大坪産業建設課長。 

 

（大坪 靖幸 産業建設課長） 

田島議員のご質問にお答えいたします。 

以前にも答弁をしてきたとおりでございまして、海や磯を昔の

ような状態に取り戻す取り組みを現在なされていることから、住

民や観光客の方に磯の開放をするという考えは現在持ち合わせ

ておりません。まず優先することは、漁業者の生活、また漁獲量

の回復であると考えております。以上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

再問です。ほんまに今度の町長選には私が立候補するつもりで

す。やってみます。 

 

（福島 登 議長） 

余計なことは、田島さん、全然違うことは謹んでくださいよ。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

観光及び町発展を意図するなら、まずこの豊かな土地、今日の
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答弁の中にもあったんじゃありませんか。東洋町のこの自然と、

海やら川やらを大事にしていくと、誰の答弁やったかなありゃ。

あなたやったかな。あなたがほんな答弁したらいかなぁ、ほやき

に。言うちょいて。ほやきにその課長が答弁したように、山や川

や海の自然を大事にしてね、それを振興していく発展さすための

一つのあれとするわけよほら。そうして活用して利用して、そし

てこの町を興していこうということやきに。そうしないと、人が

減っていく減少していくや、子どもはいないやいうようなそんな

泣き言言うても、ほれは話にならない。やっぱりするべきことは

して、この東洋町はそういう町やと、もういっぺん行きたい、ま

た行きたい、ここの町に住んでよかったというような思い出を作

っちゃらんといかん。住民さんに。そのことがどうしてわからん

のか。それと今言う漁業者に対して 

 

（福島 登 議長） 

田島さん、田島さん。僕何回も言いますけどね、再々問するん

であればね、 

 

（田島 毅三夫 議員） 

再々問やない、再問や言うたほやきに。 

 

（福島 登 議長） 

簡潔にやってください。もうね、質問が膨れていってね、 

 

（田島 毅三夫 議員） 

だぁー 
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（福島 登 議長） 

的が得られなくなります。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

なんでよ。 

 

（福島 登 議長） 

それが再問するんであればもっと簡潔にやってください。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

漁協がどうこういう話が出ましたから、答弁の中にも。だから

私は漁協と話し合いの上って言うちゃあるやない、相談して。そ

れで漁協が困るところはやめて、困らないところをやらしてもら

うわけや。その相談をしましょうと言ってるんですから。なんで

漁協が困るきにできないやいう答弁が出るんで。そこと相談をし

て、漁協に対してはなんらかの形で支援をしていく、補助してい

くというような形をとらしてもうて、解放してもうたらいいんで

すから。もういっぺん答弁求めます。 

 

（福島 登 議長） 

大坪産業建設課長。 

 

（大坪 靖幸 産業建設課長） 

田島議員の再問にお答えいたします。 

先ほどの答弁と重複する部分もあるかと思いますけども、まず
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は漁獲量の減少を改善するため、藻場の造成など、そういったと

ころに取り組みを進めていきたいと思っております。 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

五番目の質問です。町漁業振興策を聞くということで１点お聞

きしたいと思います。１点やったかなこれは、ごめんよ、ちょっ

と確認します。２点あるな。まず１点目からお聞きしたいと思い

ます。 

約２０年前から、町漁業の振興策を提案してきました私は。改

革を求めてきましたが、漁協の問題だとして実現はしませんでし

た。例えば、平成２２年３月議会の同僚議員の質問には、平成９

年度の甲浦漁協の漁獲量は２６００トンあったと、しかし平成２

０年度には、７００トンに３０％を切ったと、こういう資料が出

ておりました。野根漁協は、平成１１年度、６１７トンの水揚げ

が、平成２０年度には３４０トンに半分に下がったと、こう聞い

ております。それから約１５年後の現在、各漁協の船舶数、漁業

従事者数、漁獲量をお聞きしたいと思います。野根、甲浦それぞ

れお聞きしたいと思います。 

 

（福島 登 議長） 

大坪産業建設課長。 

 

（大坪 靖幸 産業建設課長） 
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田島議員のご質問にお答えします。 

令和５年３月現在となりますが、甲浦漁協は、組合員数９４名、

船舶数は９５隻、漁獲量は３７８．８トンとなっており、野根漁

協は、組合員数６７名船舶数４８隻でして、漁獲量は３８９トン

となっております。以上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

野根漁協の上がったことは嬉しいことだと思ってます。前回よ

りちょっと上がっておりますね、漁獲量が。ただ、甲浦地区につ

いては７００トンが３７８トンになったんか。１５年の間にね。

こういう状況です。これは漁獲量だけで、人数は前回の残ってま

せんけども、現在船が９５隻、漁師さんが９４人しかいなかった。

この現状をどのように考えておるか。これをずーっと町職員さん

は、行政は、町は、ずーっとこれを見てきたんですよ、この現状

を。下がっていく現状を。それに対してそれに根本的な対策が全

く出ていない。あと何年もしたら漁業者がなくなるというて漁業

者同士の話を聞いております。こういう状況をどうやって止める

んですか。具体的に説明してください。 

 

（福島 登 議長） 

再問ですか。 

（自席より：再問になるか、はい。） 

（自席より発言あり） 
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議長 
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（自席より：自席で話しないように注意しなさい） 

大坪産業建設課長。 

 

（大坪 靖幸 産業建設課長） 

田島議員の再問にお答えいたします。 

この答弁は次の質問でお答えをしようかなと思っておりまし

たが、現在町の方で補助金を構えております。東洋町がんばる漁

業支援事業費補助金、東洋町漁業者担い手育成事業費補助金、そ

れと東洋町新規漁業者就業支援事業費補助金、こういった補助金

を活用していただいて、漁業の振興対策を図っていければと考え

ております。 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 

答弁が２番の方にちょっと入りましたがね。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

許せん。再問なります。 

今そういう課長から答弁もらいましたが、それはその補助事業

はどんな事業なんですか。それによってほの漁業が再建されてい

くというような事業なんですか。それを大元からひっくり返すぐ

らいの新しい東洋町の漁業を変えていくというぐらいのね、私が

言っているのはそこなんですよ。その今少しずつなんやかんやと

いうところに応援はしてることはできるかもわかりませんが、根

本的に変えていくという大きな改革していかんと、この東洋町、

漁業に対して。そういうことを町が主導して漁協に対して話し合
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議長 

 

 

産業建設課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

いを求めていこうと、検討を求めていこうと、こうなんべんも言

うてきました私は。しかし漁協の問題だから町はいけんとこうい

うような返事やったんですがそうじゃないんです。町の大事業な

んですこれは。そういう意味からもう一度答弁お願いします。 

 

（福島 登 議長） 

大坪産業建設課長。 

 

（大坪 靖幸 産業建設課長） 

田島議員の再問にお答えいたします。 

この問題と言いますのが、もう本町だけの問題ではなくて、日

本全国的な問題だと認識をしております。本町だけでこれが解決

できるとは思っておりませんし、関係する漁業者、漁協も含めて

になりますけども、そういった専門的な機関とも連携をしながら

進めていくことが大事ではないのかなというふうに思っており

ます。以上です。 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

２つ目に入ります。２番目に入ります。 

 

（福島 登 議長） 

もうかなりダブってますけど、趣旨を説明してください。 
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（田島 毅三夫 議員） 

そういうことじゃないんです。もう寂れる一方の町漁業振興策

として、私はずっと言うてきました。廃船や漁具を活用した、共

同経営やその支援、町沖への小型黒潮牧場の設置による漁獲量の

アップ、後継者育成のための資格取得や報酬支援、湾内を利用し

た、自然釣り堀の設置や、磯魚や長太郎貝のようなものの養殖、

ヨットハーバーの設置と管理収益、ドック場を使った船舶解体場

の設置や技術者の育成、機械修理工の養成などを、いやになるほ

ど訴えてきましたが、全く相手にしなかったじゃありませんか、

あなたたちは。そして今現在こうなっているんですよ。もう取り

返しのつかないような。全国が仮にそういうことであっても、東

洋町はその中でどうやって生き残っていくかということを検討

するのが行政なんです、仕事なんですよ。それが全くその気がな

い。３月議会では、甲浦港は避難港だから港を空けておかなけれ

ばいけないからそういうことはできませんという答弁がありま

した、この議場で。避難港だから船が入ってきたときに使えるよ

うにあけちょかんといかんから船を増やさないようにしている

と、こうとれる答弁です。考えてみなさいよ、こんな答弁をして

いる行政なんですよ。こういうことがですね、漁業の衰退を加速

させて人口減少にも拍車をかけているんです。漁業だけではあり

ません。この東洋町の人口は６０人７０人と毎年減ってってるん

ですから。それに拍車をかけているんですよ。町の致命傷となる

このことを自覚しているのかということを訴えたい。 

今後、どう対応するのか、オオクボ課長、もう一度 

（自席より：大坪） 
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議長 
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議長 

 

 

 

７番議員 

 

 

（福島 登 議長） 

大坪 

 

（田島 毅三夫 議員） 

大坪課長、もう一度はっきりと答弁お願いします。 

 

（福島 登 議長） 

大坪産業建設課長。 

長﨑町長。 

 

（長﨑 正仁 町長） 

田島議員の質問にお答えします。 

先ほどから担当課長の方の答弁のとおり、漁業者、あるいは新

規漁業者の支援ていうのはさせていただいておりますけれども、

漁業や養殖業の新規参入につきましては、初期投資費用のことも

もちろんですが、特に漁業権のことを考えますと、町の方から積

極的なアプローチというのはなかなか難しいのではないかなと

いうふうに考えております。以上です。 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 

時間はあと５分です。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

少し再問させてもらいます。町長の今の答弁に対してですね、

あの町長、これは町長が議会の質問に対して答弁するようなそう
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議長 
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議長 
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議長 

 

 

いう答弁の内容じゃない、今の答弁は。もっと真剣に、この東洋

町の漁業というのは基幹産業の１番になる産業なんですから。そ

れが人口は減っている、船は減っている、漁協の方は減っている、

あと何年しかもたんという、そこまで切羽詰まってるんですか

ら。にこにこにやにや笑いもって話するような問題じゃないでし

ょう。そういうことを今後対応していただきたい。 

今から六番目に入ります。 

 

（福島 登 議長） 

再問じゃなかったんですか。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

再問やけどもういいです。言うたら言うたままでかまいません

ほれで。 

 

（福島 登 議長） 

再問じゃないのにね、余計なことをね、ぐだぐだって言うてね、

再問じゃないっておかしいんじゃないですか。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

ほんなら答弁もらう。 

（自席より：同じ答弁であればもう６番に進ましてもらう） 

 

（福島 登 議長） 

だから再問て言うたら、やっぱり明確に再問をしていただかな

いと。 
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（自席より：課長答弁できますか） 

（自席より：議長が仕切らんと、勝手に仕切ってもうたら困る

で） 

長﨑町長。 

 

（長﨑 正仁 町長） 

田島議員の質問にお答えをいたします。 

先ほど担当課長の方からもこの漁業者の減少というのは全国

的な問題だということで答弁をさせていただきましたけども、県

内の漁業の振興としましては、高知県漁業就業支援センターとい

うところがありまして、本町含めて高知県内で漁業を目指したい

方の相談窓口や漁業を営む上での支援などのサポート事業を行

っております。令和４年度の実績ですけれども、４４名がこの制

度を活用して漁業の道に進んでおります。 

それとあと、海の漁業からちょっと離れますけど、本町の漁業

の振興としまして、一つは、ご存じのことと思いますけど相間で

やってる養鰻場ですね、事業展開している養鰻場、鰻、一緒に視

察行ったでしょ。 

（自席より：漁業･･･） 

漁業です。漁業、漁業、漁業です。その養殖業のことちょっと

紹介させていただきますけど、 

 

（福島 登 議長） 

町長。あまりにも答弁ね、広がっていっきょうでね。広がって

いっきょうね。 
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議長 

 

 

（長﨑 正仁 町長） 

以上です。 

 

（福島 登 議長） 

答弁もね、広がっていかないようにして。 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

みなさんも疲れてきましたので、もうそろそろ。 

六番目の質問させてもらいます。地震対策として高台造成への

地域検討会の設置をということでお願いしたいと思います。 

本町では、消防や救急、学校、公民館など、町の防災及び救急

関係施設の多くが浸水・流失域にあります。住宅が流失すれば、

仮設住宅か町外移住しかありません、生活するためには。一旦町

外に移住したら、そこに定住し、帰還者が減り町は衰退する。そ

れはどこの前例もあります。 

危険区域の復興も含めて、高台造成、移転を最優先にして対応

しなければ、防災復興対策が机上論となります。その対策として

の高台造成・移転であります。土木の建築の仕事も増え、地権者

の収益にもつながれば、町活性化・人口増加の発端ともなります。

地区及び住民さんとの協議・検討に、取り組もうではありません

かという質問です。よろしくお願いします。 

 

（福島 登 議長） 

足達総務課長補佐。 
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議長 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

 

（足達 善亮 総務課長補佐） 

田島議員のご質問にお答えいたします。 

高台移転につきましては、これまでにも答弁いたしましたよう

に、財源的にも、住民の皆様にも大きな負担がかかり、ハードル

が高いものとなっております。このことから、現時点では、事前

の高台移転を前提とした検討は考えておりません。以上でござい

ます。 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

こういう資料があって、見ております。東洋町国土強靱化地域

計画というのがありもって、これは令和２年に作ったんですか

ね、これは。 

 

（福島 登 議長） 

田島さん、またこれは再問ですか。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

ほな再問です。その中に 

 

（福島 登 議長） 

再問なら、答弁は考えていないという答弁でしたよね。答弁に

対する再問ですよ。それを承知の上でやっていただかないといけ

ないですね。 
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議長 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

 

（田島 毅三夫 議員） 

答弁したきに、それに対する再問なんですよ。 

 

（福島 登 議長） 

だから答弁は考えていないということでしょ。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

これ時間止めちょってよ。時間止めちょってよ、この今の話は。 

 

（福島 登 議長） 

再問するんですか。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

そうです。その中にはですね、莫大な経済的社会的損失を 被
こうむ

り、生活を立ち上げられないという最悪の事態 

 

（福島 登 議長） 

田島さん、再問でしょ。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

再問ですよ。 

 

（福島 登 議長） 

答弁に対する再問になってないですよ。 
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議長 
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議長 

 

（田島 毅三夫 議員） 

そうなんです、ほやからやりませんということに対して、その

今言う高台移転がどれほど大事かいうことを説明しようとしよ

るのやきに。どうしてそれがいかんのですか。 

 

（福島 登 議長） 

それは持論で再問にはならんでしょ。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

どうして再問にならんのですか。 

 

（福島 登 議長） 

ほらならんですよ。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

再問に対してそうじゃないと 

 

（福島 登 議長） 

いやいや、答弁に対しての再問ですよ。それで次の持論を述べ

るやいうのは再問にならんですよ。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

どうして再問にならん 

 

（福島 登 議長） 

それは再問にならんです。 
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議長 

 

 

 

 

７番議員 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

（田島 毅三夫 議員） 

やりませんと言よんのやきに。ね、そういうことはやらないと

言よるのやきに、高台造成は考えてないと言よるのやきに 

 

（福島 登 議長） 

それは再問にはならんです。次の七番に移ってください。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

なんのための議会なほなこれは。 

 

（福島 登 議長） 

いや違いますよ。再問というのはそういうことですよ。答弁に

対しての再問ですよ。それを通さないと、やっぱり私もだめです

ね。次七番に移ってください。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

いや、再問を言いますよ、ここで。今の答弁に対する。行政報

告でね、避難場所が不足しているので、海陽町への広域避難訓練

を考えていると町長の話がありましたね。覚えてますか。何故他

町へ避難を考える前に、自分くの町内へ高台造成するということ

に持っていかないのかということなんです。 

 

（福島 登 議長） 

それが再問ですか。 
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議長 

 

 

 

７番議員 

 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

（田島 毅三夫 議員） 

再問しよるのやきに、ほやきに。おかしいでしょ。自分たちの

町を守るのに他所の町をあてにしてから 

 

（福島 登 議長） 

だから僕が言うように、答弁に対しての再問ですよ。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

やらないということに対して再問しよるのやきに。どうしてな

ということで。おかしいな。 

 

（福島 登 議長） 

七番に移ってください。再問にならんと思います。次七番の質

問に移ってください。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

おかしいな。こんなことで議会がとおるのかこれで。時間あと

なんぼあります？ 

 

（福島 登 議長） 

あと１分です。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

１分 

 

（福島 登 議長） 
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議長 

 

 

税務課長補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

簡潔にお願いします。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

空き家対策や財産相続などの無料相談の実施ということで１

点お聞きします。 

相続や固定資産税問題も絡み、放置された所有者不明の空き家

や土地が増えております。行政報告では、固定資産税などの所有

者不明対策を行うとありましたが、行政として、司法書士による、

不動産相続や固定資産税の問題なども含めた、年何回かの相続相

談会の実施を求めるがどうかということで１点お聞きしたいと

思います。 

 

（福島 登 議長） 

堀川税務課長補佐。 

 

（堀川 歩 税務課長補佐） 

田島議員のご質問にお答えします。 

空き家対策や財産相続などの無料相談につきまして、現在のと

ころ、県が令和４年７月に、空き家に関する無料相談窓口を設置

しておりまして、土日祝日、年始年末を除く、月曜から金曜の午

前１０時から午後５時まで、空き家の改修や売買、相続や登記に

ついて、幅広い相談に応じ、専門家への取次ぎや紹介をしており

ます。 

また、本年７月２２日土曜日、午前１０時から午後４時まで、

すまいるあきで予約制ではありますが、出張相談会が開催される

こととなっておりますので、ご活用をいただければと考えており
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議長 

 

 

 

税務課長補佐 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

ます。以上です。 

 

（福島 登 議長） 

（自席より：５秒ぐらいある･･･５秒ぐらい） 

７番、田島毅三夫君。 

あと２８秒あります。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

私が聞いているのはそうじゃないんです。地元に置きましょう

と言ってるんです。安芸や高知へ行けるなら誰でも行けます。高

齢者の方やらそういう足のない方はどうしますか。その答弁を求

めたい。 

 

（福島 登 議長） 

再問です。 

堀川税務課長補佐。 

 

（堀川 歩 税務課長補佐） 

田島議員の再問にお答えします。 

今後の町での相続などの相談につきましては、住民の皆様から

の要望が多いようであれば検討をしたいと考えております。以上

です。 

 

（福島 登 議長） 

よろしいですか。 

（自席より：まだあんの） 



１７１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７番議員 

 

 

 

議長 

 

もう１０秒足らずです。もうよろしいですか。 

（自席より：はい） 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫 議員） 

今日の答弁は一生忘れませんので、ちょっとまた厳しく追及さ

してもらいます。 

 

（福島 登 議長） 

７番、田島毅三夫君の質問が終わりました。 

（質問終了時間：１５時４４分 ） 

 

以上で、本日の議事日程は、すべて終了しました。 

これにて本日の会議を閉じます。 

これで、令和５年第２回東洋町議会定例会を閉会します。 

これにて、議会放送を終了します。 

どうも皆様お疲れさまでした。 

（閉会時間：１５時４４分） 



１７２ 

 

会議の経過を記載して、その相違ないことを証するために、ここに署名する。 

令和  年  月  日 

 

 

議  長 

 

 

署名議員 

 

 

署名議員 


